
申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

佐

々

充

昭

は
じ
め
に

一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
後
︑
朝
鮮
総
督
府
の
統
治
下
で
朝
鮮
人
は
自
由
な
政

治
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
宗
教
活
動
を
通
じ
て
︑

朝
鮮
人
と
し
て
の
民
族
意
識
の
涵
養
や
民
族
独
立
運
動
が
密
か
に
行
わ
れ
た
︒
民

族
独
立
運
動
を
展
開
し
た
宗
教
と
し
て
は
天
道
教
や
キ
リ
ス
ト
教
が
夙
に
有
名
で

あ
る
︒
一
九
一
九
年
に
起
こ
っ
た
挙
国
的
な
三
・
一
運
動
に
お
い
て
︑
独
立
宣
言

書
に
署
名
し
た
三
三
人
の
民
族
代
表
者
の
う
ち
︑
第
三
代
教
主
・
孫
秉
煕
を
含
む

一
五
人
が
天
道
教
徒
︑
一
六
人
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
︑
二
名
が
仏
教
徒
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
︑
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
い
て
宗
教
が
い
か
に
深
く
民
族

独
立
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
し
て
天
道
教
や
キ
リ
ス
ト
教
以
外
に
も
︑
民
族
独
立
運
動
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
宗
教
が
あ
る
︒
そ
れ
は
大
倧
教
で
あ
る
︒
大
倧
教
は
古
朝
鮮
の
建
国
神

話
に
登
場
す
る
﹁
檀
君
﹂
を
朝
鮮
民
族
の
始
祖
神
と
し
て
崇
奉
す
る
宗
教
団
体
で

あ
り
︑
一
九
〇
九
年
二
月
五
日
︵
旧
暦
一
月
一
五
日
︶
に
独
立
運
動
家
の
羅
喆
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
た(

)

︒
創
設
当
初
は
檀
君
教
と
称
し
た
が
︑
朝
鮮
総
督
府
の
弾
圧

1

を
避
け
る
た
め
に
︑
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
た
一
九
一
〇
年
に
教
団
名
称
を
大
倧
教

に
改
称
し
た(

)

︒
大
倧
教
は
︑
檀
君
を
精
神
的
求
心
点
と
し
て
朝
鮮
人
の
民
族
意
識

2

を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
宗
教
で
あ
り
︑
民
族
独
立
運
動
団
体
と
し
て

の
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
た
め
に
朝
鮮
総
督
府
の
厳
し
い
監
視
と
弾
圧
を
受
け

た
︒
そ
の
た
め
に
羅
喆
は
︑
一
九
一
四
年
に
教
団
本
部
を
中
国
吉
林
省
和
龍
県
三

道
溝
︵
白
頭
山
の
北
麓
︶
に
移
転
さ
せ
て
抗
日
独
立
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
︒

一
九
一
九
年
に
起
こ
っ
た
三
・
一
運
動
の
後
︑
中
国
上
海
の
地
に
大
韓
民
国
臨

時
政
府
︵
以
下
︑
臨
政
と
す
る
︶
が
樹
立
さ
れ
た
際
も
︑
大
倧
教
は
背
後
支
援
団

体
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
臨
政
の
創
設
に
関
し
て
は
︑
キ
リ
ス
ト
教

徒
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
実
際
︑
李
承
晩
や
安
昌
浩

な
ど
米
国
で
独
立
運
動
を
展
開
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
︑
臨
政
運
動
の
中
で

中
軸
的
な
働
き
を
な
し
た
︒
ま
た
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
呂
運
亨
を
中
心
に
一
九
一

〇
年
代
の
上
海
で
創
設
さ
れ
た
新
韓
青
年
団
が
︑
臨
政
設
立
に
大
き
く
寄
与
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
新
韓
青
年
団
の
団
員
で
︑
一
九
一
九
年
一
月
に
開
催
さ

れ
た
パ
リ
講
和
会
議
に
派
遣
さ
れ
て
︑
列
強
諸
国
に
朝
鮮
の
独
立
を
訴
え
た
金
奎

植
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
︒

そ
の
一
方
で
︑
大
倧
教
も
臨
政
の
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
︒

こ
れ
に
関
し
て
は
大
倧
教
研
究
者
に
よ
っ
て
多
く
の
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
お

り
︑
特
に
大
倧
教
徒
の
申
圭
植
︵
一
八
八
〇
～
一
九
二
二
︑
号
は
睨
観
︶
が
臨
政
創

設
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(

)

︒
申
圭
植
は
一
九

3

一
〇
年
代
に
設
置
さ
れ
た
大
倧
教
の
上
海
支
部
を
主
導
し
な
が
ら
︑
中
国
革
命
派

と
の
交
流
を
通
じ
て
臨
政
の
基
礎
を
築
い
た
︒
近
年
︑
臨
政
に
関
す
る
研
究
が
進

展
す
る
中
で
︑
歴
史
学
分
野
に
お
い
て
も
臨
政
と
の
関
係
に
注
目
し
た
申
圭
植
研

究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る(

)

︒
筆
者
も
大
倧
教
が
抗
日
独
立
運
動
に
及
ぼ
し
た
影

4

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に
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響
を
調
査
す
る
過
程
で
︑
臨
政
創
設
時
に
お
け
る
申
圭
植
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ

た
研
究
を
発
表
し
て
き
た(

)

︒
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
も
と
に
︑
本
稿
で
は
大
倧
教

5

徒
と
し
て
の
申
圭
植
の
経
歴
を
辿
り
な
が
ら
︑
申
圭
植
が
中
国
の
革
命
運
動
家
た

ち
と
連
携
し
な
が
ら
臨
政
創
設
に
尽
力
し
た
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

申
圭
植
と
中
国
の
革
命
運
動
家
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
申
圭
植
が
臨
政

代
表
者
と
し
て
孫
文
と
会
談
を
行
い
︑
広
東
軍
政
府
︵
中
国
護
法
政
府
︶
と
相
互

承
認
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
当
時
︑
申
圭
植
の
秘
書
を
務
め

て
い
た
閔
弼
鎬
︵
一
八
九
八
～
一
九
六
三
︑
号
は
石
麟
︶
が
著
し
た
﹃
中
韓
外
交
史

話
﹄
と
い
う
回
顧
録
で
あ
る(

)

︒
こ
れ
は
孫
文
・
申
圭
植
会
談
に
直
接
参
加
し
た
当

6

事
者
に
よ
る
唯
一
と
も
い
え
る
資
料
で
あ
り
︑
韓
国
の
歴
史
研
究
者
の
多
く
は
こ

の
資
料
を
根
拠
と
し
て
︑
一
九
二
一
年
に
臨
政
と
中
国
護
法
政
府
と
の
間
で
相
互

承
認
が
行
わ
れ
た
と
見
な
し
て
き
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
狭
間
直
樹
は
︑
孫
・
申

会
談
日
が
不
正
確
で
あ
る
点
と
︑
下
関
条
約
に
対
す
る
孫
文
の
発
言
内
容
が
朝
鮮

独
立
運
動
側
の
見
解
に
よ
っ
て
本
来
の
内
容
と
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
︑
と
い
っ
た
問
題
点
を
提
起
し
た(

)

︒
こ
の
問
題
提
起
を
受
け
て
︑
森
悦
子
は
中

7

国
側
の
資
料
を
検
討
し
な
が
ら
︑﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄
に
は
事
実
と
は
異
な
る
点

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
再
検
討
の
必
要
性
が
あ
る
と
論

じ
た(

)

︒
森
の
研
究
は
︑
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
中
国
新
聞
な
ど
の
資
料
を
精
査
し

8

た
重
要
な
研
究
で
あ
る
が
︑
孫
文
の
動
向
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑

申
圭
植
に
関
し
て
は
部
分
的
な
検
討
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
森
の
研
究

で
は
︑
申
圭
植
が
大
倧
教
徒
で
あ
っ
た
事
実
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
お
ら
ず
︑
申
圭

植
が
孫
文
と
会
談
す
る
に
至
っ
た
経
緯
や
そ
の
背
景
に
関
す
る
検
討
が
十
分
に
行

わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑
大
倧
教

団
内
に
お
け
る
申
圭
植
の
活
動
を
辿
り
な
が
ら
︑
申
圭
植
が
臨
政
代
表
者
と
し
て

中
国
護
法
政
府
の
代
表
で
あ
る
孫
文
と
会
見
す
る
に
至
っ
た
経
緯
と
背
景
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
︒

一
．
申
圭
植
の
大
倧
教
入
信

申
圭
植
の
本
貫
は
高
霊
で
あ
り
︑
中
枢
院
議
官
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
父
・
申

龍
雨
と
母
・
全
州
崔
氏
の
二
男
と
し
て
︑
一
八
八
〇
年
二
月
二
二
日
︵
陰
暦
一
八

七
九
年
一
月
一
三
日
︶
に
忠
清
北
道
文
義
郡
東
面
桂
山
里
︵
現
在
の
清
州
市
上
党
区

佳
徳
面
︶
に
生
ま
れ
た(

)

︒
高
霊
申
氏
は
︑
朝
鮮
時
代
の
世
宗
代
に
領
議
政
を
つ
と

9

め
た
申
叔
舟
の
末
裔
で
︑
そ
の
最
大
門
中
が
居
住
す
る
村
は
清
州
の
上
党
山
城
の

東
側
に
あ
っ
た
た
め
に
山
東
申
氏
と
も
称
し
た
︒
こ
の
門
中
は
多
数
の
開
化
人
士

を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
特
に
申
圭
植
と
申
采
浩
︵
一
八
八
〇
～
一

九
三
六
︑
号
は
丹
斎
︶
︑
申
伯
雨
︵
一
八
八
九
～
一
九
六
二
︑
号
は
畊
夫
︶(

)

の
三
人
は
︑

10

幼
少
期
か
ら
﹁
山
東
三
才
﹂
と
し
て
そ
の
噂
が
ソ
ウ
ル
に
届
く
ほ
ど
優
秀
で
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒

幼
少
期
に
漢
学
を
修
学
し
た
申
圭
植
は
︑
結
婚
を
機
に
一
八
九
七
年
に
上
京

し
︑
一
八
九
八
年
に
ソ
ウ
ル
の
官
立
漢
語
学
校
に
入
学
し
た
︒
同
校
で
は
中
国
語

や
各
国
の
歴
史
・
地
理
な
ど
を
学
ん
だ
が
︑
一
八
九
八
年
後
半
に
独
立
協
会
運
動

と
関
連
し
た
万
民
共
同
会
の
討
論
会
に
参
加
し
た
た
め
に
卒
業
は
で
き
な
か
っ

た
︒
そ
の
後
︑
申
圭
植
は
軍
人
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
︒
一
九
〇
〇
年
︵
二
〇
歳

の
時
︶
に
陸
軍
武
官
学
校
に
入
学
し
︑
一
九
〇
二
年
に
卒
業
し
て
大
韓
帝
国
の
陸

軍
歩
兵
参
尉
に
任
官
さ
れ
た
︒
一
九
〇
三
年
に
大
韓
帝
国
軍
の
鎮
衛
隊
で
研
修
を

受
け
︑
さ
ら
に
参
尉
と
し
て
鎮
衛
隊
や
侍
衛
隊
で
勤
務
し
た
︒
そ
の
期
間
中
︑
和

陵
参
奉
や
丁
字
閣
改
修
の
監
督
な
ど
を
つ
と
め
て
い
る
︒
一
九
〇
六
年
に
正
三
品

と
な
り
︑
侍
衛
隊
第
三
大
隊
に
配
属
さ
れ
て
副
尉
に
昇
進
し
た
︒

そ
の
間
︑
申
圭
植
に
と
っ
て
悲
劇
的
な
事
件
が
起
こ
っ
た
︒
一
九
〇
五
年
一
一

月
に
第
二
次
日
韓
協
約
が
締
結
さ
れ
て
大
韓
帝
国
が
日
本
の
保
護
国
と
な
っ
た
の

で
あ
る
︒
こ
れ
を
知
っ
た
申
圭
植
は
義
兵
を
募
っ
て
反
対
運
動
を
起
こ
そ
う
と
し

た
が
失
敗
し
た
︒
こ
の
時
︑
申
圭
植
は
飲
毒
自
殺
を
図
っ
た
が
︑
幸
い
な
こ
と
に
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家
族
が
い
ち
早
く
発
見
し
て
一
命
を
と
り
と
め
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
に
服
用
し

た
薬
の
効
果
が
強
か
っ
た
た
め
に
視
神
経
を
痛
め
て
︑
右
目
の
視
力
を
失
い
正
面

を
向
か
ず
に
斜
め
に
な
る
障
害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
時
か
ら
︑﹁︹
日
帝

を
︺
横
目
で
に
ら
み
つ
け
る
﹂
と
い
う
意
味
で
﹁
睨
観
﹂
と
い
う
号
を
使
う
よ
う

に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
一
九
〇
七
年
七
月
に
高
宗
が
強
制
退
位
さ
せ
ら
れ
︑
新
し
い

皇
帝
と
し
て
純
宗
が
即
位
し
た
︒
そ
の
際
︑
第
三
次
日
韓
協
約
が
締
結
さ
れ
︑
大

韓
帝
国
の
軍
隊
が
解
散
さ
れ
た
︒
こ
の
処
置
に
憤
慨
し
た
申
圭
植
は
︑
義
兵
隊
を

組
織
し
て
武
装
蜂
起
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
の
計
画
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒

そ
の
後
︑
申
圭
植
は
愛
国
啓
蒙
運
動
に
関
わ
っ
た
︒
大
韓
協
会
や
畿
湖
興
学
会

な
ど
の
団
体
に
加
入
し
︑
国
権
回
復
の
た
め
の
啓
蒙
活
動
に
尽
力
し
た
︒
大
韓
協

会
で
は
一
九
〇
八
年
九
月
に
実
業
部
の
部
員
に
選
出
さ
れ
た
ほ
か
︑
会
報
誌
で
あ

る
﹃
大
韓
協
会
会
報
﹄
に
独
立
心
を
喚
起
さ
せ
る
詩
を
投
稿
し
た
︒
畿
湖
興
学
会

の
創
設
時
に
も
会
員
と
し
て
加
入
し
︑
当
時
と
し
て
は
多
額
の
一
千
円
を
寄
付
し

た
︒
そ
の
傍
ら
で
︑
国
力
増
強
の
た
め
の
殖
産
興
業
を
目
的
に
︑
退
職
将
校
一
〇

名
を
糾
合
し
て
一
九
〇
七
年
九
月
に
皇
城
鉱
業
株
式
会
社
を
設
立
し
た
︒
ま
た
一

九
〇
八
年
に
設
立
さ
れ
た
工
業
研
究
会
の
後
援
者
と
な
っ
た
︒
こ
の
研
究
会
は
︑

組
織
的
な
工
業
研
究
の
必
要
性
を
自
覚
し
た
官
立
工
業
伝
習
所
の
学
生
一
二
七
名

が
中
心
と
な
り
︑
朴
賛
翊
を
会
長
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
申
圭
植
は

工
業
研
究
会
を
全
面
的
に
支
援
し
︑
同
会
が
発
行
す
る
月
刊
紙
﹃
工
業
界
﹄
の
社

長
兼
編
集
部
長
を
つ
と
め
た
︒
同
会
の
初
代
会
長
に
選
出
さ
れ
た
朴
賛
翊
は
︑
こ

れ
を
機
に
申
圭
植
と
昵
懇
の
仲
と
な
り
︑
後
に
大
倧
教
に
入
信
し
て
中
国
へ
渡

り
︑
朝
鮮
民
族
独
立
運
動
に
尽
力
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
後
︑
申
圭
植
の
人
生
を
大
き
く
変
え
る
出
来
事
が
起
こ
っ
た
︒
一
九
一
〇

年
八
月
二
九
日
の
韓
国
併
合
で
あ
る
︒
帝
国
日
本
に
国
家
主
権
を
侵
奪
さ
れ
る
と

い
う
現
実
に
直
面
し
て
︑
申
圭
植
は
義
憤
に
堪
え
き
れ
ず
︑
再
び
服
毒
自
殺
を
図

ろ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
時
は
大
倧
教
教
主
の
羅
喆
に
よ
っ
て
引
き
留
め
ら

れ
て
︑
死
を
免
れ
た
︒
大
倧
教
︵
檀
君
教
︶
は
一
九
〇
九
年
二
月
に
創
設
さ
れ
た

が
︑
申
圭
植
は
草
創
期
の
頃
に
大
倧
教
︵
当
時
は
檀
君
教
︶
に
入
信
し(

)

︑
こ
れ
を

11

機
に
大
倧
教
の
信
仰
に
専
心
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
大
倧
教
に
入
信
し
た
後
︑
彼

は
名
前
を
﹁
申
檉
﹂
に
変
え(

)

︑﹁
韓
民
族
の
復
興
は
必
ず
大
倧
教
の
発
展
に
係
っ

12

て
い
る
﹂︵﹃
伝
記
﹄
一
三
三
頁
︶
と
考
え
て
熱
心
な
信
徒
と
な
っ
た
︒
一
九
一
一

年
一
月
に
知
教
の
位
階
に
昇
秩
し(

)

︑
大
倧
教
本
部
の
経
理
部
長
と
宗
理
部
長
を
歴

13

任
し
た
︒

そ
の
後
︑
申
圭
植
は
海
外
亡
命
を
決
意
し
て
中
国
の
上
海
に
渡
っ
た
︒
亡
命
時

期
は
一
九
一
一
年
三
月
か
ら
四
月
の
間
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
申
圭
植
は
官
立
漢

語
学
校
で
中
国
語
を
習
得
し
て
お
り
︑
そ
の
経
歴
を
生
か
し
て
中
国
へ
渡
っ
た
の

で
あ
る
︒
ま
た
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
︑
大
倧
教
は
朝
鮮
総
督
府
の
弾
圧
に
よ
っ
て

大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
お
り
︑
羅
喆
は
一
九
一
四
年
に
教
団
本
部
を
中
国
吉
林

省
和
龍
県
三
道
溝
青
湖
︵
白
頭
山
北
麓
の
地
︶
に
移
転
さ
せ
た
︒
そ
の
際
︑
中
国

の
上
海
に
西
道
本
司
と
い
う
支
部
が
設
け
ら
れ
た
が
︑
申
圭
植
は
そ
の
主
管
者
に

任
命
さ
れ
た
︵﹃
六
十
年
史
﹄
一
八
四
頁
︶
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
︑
羅

喆
は
申
圭
植
に
対
し
て
深
い
信
頼
の
念
を
持
っ
て
い
た
︒
羅
喆
は
総
督
府
の
大
倧

教
弾
圧
に
抗
議
し
て
︑
一
九
一
六
年
陰
暦
八
月
一
五
日
に
黄
海
道
九
月
山
三
聖
祠

で
自
決
し
た
︒
そ
の
時
︑
数
多
く
の
遺
書
を
残
し
た
︒
そ
の
中
で
﹁
殉
命
三
条
﹂

﹁
伝
授
道
統
文
﹂﹁
密
諭
﹂﹁
恭
告
教
徒
文
﹂﹁
遺
誡
葬
事
七
条
﹂
を
書
き
︑
従
者
の

厳
柱
天
に
命
じ
て
申
圭
植
に
直
接
手
渡
す
よ
う
に
さ
せ
た(

)

︒
ま
た
︑
羅
喆
の
遺
骸

14

は
白
頭
山
麓
に
あ
る
大
倧
教
総
本
司
付
近
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
一
九
一

六
年
一
二
月
一
四
日
︵
陰
暦
一
一
月
二
〇
日
︶
に
同
地
で
奉
蔵
礼
式
が
と
り
行
わ

れ
た
︒
こ
の
礼
式
に
申
圭
植
も
参
加
し
て
い
る(

)

︒
15

一
九
一
〇
年
代
の
上
海
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
人
口
は
数
百
人
程
度
で
あ
り
︑
一

九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
と
臨
政
樹
立
の
時
期
に
は
一
〇
〇
〇
人
以
上
に
達
し
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
上
海
在
中
朝
鮮
人
の
宗
教
に
つ
い
て
み
る
と
︑
キ

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

七
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リ
ス
ト
教
の
信
者
が
最
も
多
か
っ
た
︒
一
九
二
〇
年
代
こ
の
地
域
の
七
〇
％
が
キ

リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
︒
大
倧
教
と
天
道
教
は
︑
二
〇
名
程
度
の
信
徒
を
有
し
て

い
た
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
︑
一
九
一
四
年
一
〇
月
に
寓
滬
韓
人

16

礼
拝
会
と
い
う
集
ま
り
を
組
織
し
︑
定
期
的
に
週
末
礼
拝
を
行
っ
て
い
た
︒
大
倧

教
の
場
合
︑
申
圭
植
を
中
心
に
上
海
に
設
け
ら
れ
た
西
道
本
司
で
集
会
が
行
わ
れ

て
い
た
︒
申
圭
植
は
ど
こ
に
住
む
に
あ
た
っ
て
も
︑
常
に
一
幅
の
檀
君
肖
像
画
と

朝
鮮
の
地
図
を
室
内
に
飾
り
︑
朝
晩
必
ず
檀
君
の
肖
像
画
に
向
か
っ
て
香
を
焚

き
︑
礼
拝
を
し
な
が
ら
黙
々
と
祈
祷
を
捧
げ
︑
祖
国
光
復
を
祈
っ
て
い
た
と
さ
れ

る
︵﹃
伝
記
﹄
一
一
七
頁
︶
︒
西
道
本
司
に
は
朴
殷
植
・
趙
琬
九
・
金
白
淵
・
白
純
・

朴
賛
翊
・
鄭
信
な
ど
の
信
徒
が
所
属
し
て
い
た
が(

)

︑
彼
ら
は
申
圭
植
を
中
心
に
毎

17

週
日
曜
日
に
集
ま
っ
て
敬
拝
式
を
と
り
行
い
︑
御
天
節
︵
陰
暦
三
月
一
五
日
に
行
わ

れ
る
檀
君
昇
天
祭
︶
︑
開
天
節
︵
陰
暦
一
〇
月
三
日
に
行
わ
れ
る
檀
君
降
誕
祭
︶
に
は
盛

大
に
慶
賀
式
を
挙
行
し
︑
国
恥
記
念
日
︵
韓
国
併
合
が
行
わ
れ
た
八
月
二
九
日
︶
に

は
︑
沈
痛
な
る
雰
囲
気
の
中
で
記
念
式
を
挙
行
し
た
︵﹃
伝
記
﹄
一
三
三
頁
︶
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
一
九
二
二
年
に
な
る
と
申
圭
植
は
健
康
を
害
し
て
病
院
に
入

院
し
た
︒
大
倧
教
の
教
団
史
で
あ
る
﹃
六
十
年
史
﹄
に
は
︑
一
九
二
〇
年
代
初
め

頃
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
各
種
の
名
簿
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
み

る
と
︑
西
一
道
本
司
に
所
属
す
る
信
徒
と
し
て
﹁
尹
世
復
﹇
典
理
︑
尚
教
﹈︑
李

億
﹇
典
理
︑
尚
教
﹈︑
趙
範
﹇
施
教
員
︑
知
教
﹈﹂
と
あ
り
︑
西
一
道
第
一
支
司
の

所
属
と
し
て
﹁
崔
南
表
﹇
典
事
代
辧
︑
参
教
﹈︑
尹
光
源
﹇
賛
事
代
辧
︑
参
教
﹈﹂︑

西
二
道
本
司
の
所
属
と
し
て
﹁
朴
殷
植
﹇
典
理
︑
尚
教
﹈︑
趙
琬
九
﹇
宣
理
部
領
︑

尚
教
﹈︑
金
枓
奉
﹇
宣
講
部
領
︑
尚
教
﹈﹂
と
あ
る
︵﹃
六
十
年
史
﹄
九
七
三
頁
︶
︒
ま

た
︑
一
九
二
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
九
二
一
年
一
月
の
間
に
︑
上
海
の
福
煦
路
愛
仁

里
に
滬
光
施
教
堂
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
︒﹃
六
十
年
史
﹄
を
み
る
と
︑
滬
光
施

教
堂
の
所
属
信
徒
と
し
て
﹁
閔
済
鎬
：
典
務
︑
参
教
︑
叙
任
﹇
壬
戌
︹
一
九
二
二

年
︺
九
月
四
日
﹈︑
金
徳
鎮
：
賛
務
︑
奉
戒
︑
叙
任
﹇
壬
戌
九
月
四
日
﹈︑
申
桓
：

賛
務
︑
兄
弟
︑
叙
任
﹇
壬
戌
九
月
四
日
﹈﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︵﹃
六
十
年
史
﹄
一

〇
〇
〇
頁
︶
︒
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
閔
済
鎬
は
︑
閔
弼
鎬
の
実
兄
で
あ
り
︑
申

桓
は
申
圭
植
の
実
弟
で
あ
る
申
健
植
︵
一
八
八
九
～
一
九
六
三
︑
号
は
三
岡
︶
の
教

名
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
大
倧
教
団
内
の
記
録
に
は
︑
一
九
二
二
年
頃
の
西
道
本

司
の
主
管
者
に
申
圭
植
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
健
康
上
の
理
由
に

よ
る
も
の
で
あ
り
︑
上
海
地
域
に
お
け
る
大
倧
教
の
主
導
者
は
申
圭
植
で
あ
る
点

に
は
変
わ
り
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
．
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動

上
海
に
お
け
る
申
圭
植
の
活
動
に
お
い
て
︑
特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
中
国
の

革
命
運
動
家
と
の
交
流
で
あ
る
︒
申
圭
植
は
中
国
革
命
の
成
功
が
朝
鮮
の
解
放
と

独
立
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
︑
中
国
革
命
派
人
士
と
の
交
流
を
積
極
的
に
試
み

た
︒
上
海
に
到
着
し
た
直
後
︑
申
圭
植
は
革
命
派
の
雑
誌
で
あ
る
﹃
民
立
報
﹄
の

記
者
で
あ
っ
た
徐
天
復
︵
徐
血
児
︶
と
交
際
す
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
れ
を
き
っ
か

け
に
軍
事
指
導
者
の
黄
興
︵
黄
克
強
︶
︑
上
海
都
督
で
あ
っ
た
陳
其
美
︵
陳
英
士
︶
︑

中
国
同
盟
会
の
指
導
者
で
あ
る
宋
教
仁
︑﹃
民
権
報
﹄
の
編
集
者
で
あ
る
戴
季
陶
︑

﹃
大
公
報
﹄
主
筆
の
胡
漢
民
︑
外
交
専
門
家
の
伍
廷
芳
・
呉
鐵
成
・
居
正
な
ど
と

面
識
を
持
つ
に
至
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
交
流
を
通
じ
て
︑
申
圭
植
は
自
ら
中
国
革
命
の
た
め
に
献
身
的
な

活
動
を
行
っ
た
︒﹃
伝
記
﹄
に
よ
る
と
︑
胡
漢
民
・
宋
教
仁
・
戴
季
陶
ら
が
上
海

で
﹃
民
権
報
﹄
を
発
行
す
る
時
︑
亡
命
の
旅
費
と
し
て
持
参
し
た
全
財
産
を
惜
し

み
な
く
寄
付
し
て
信
頼
を
得
た
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
︵﹃
伝
記
﹄
一
二
八

頁
︶
︒
さ
ら
に
申
圭
植
は
中
国
同
盟
会
に
加
入
し
︑
上
海
で
同
会
の
中
部
総
会
を

率
い
て
い
た
陳
其
美
と
共
に
一
九
一
一
年
の
武
昌
蜂
起
に
参
加
し
た
︒
そ
し
て
辛

亥
革
命
の
成
功
後
︑
申
圭
植
は
一
九
一
二
年
四
月
中
旬
頃
︑
上
海
に
到
着
し
た
孫

七
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文
と
直
接
面
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
一
九
一
三
年
七
月
に
袁
世
凱
の
独
裁

政
治
に
反
対
し
て
起
こ
っ
た
第
二
次
革
命
の
際
に
も
︑
申
圭
植
は
陳
其
美
と
共
に

参
加
し
た
︒
一
九
一
四
年
に
は
外
国
人
と
し
て
た
だ
ひ
と
り
中
国
革
命
派
の
文
学

団
体
で
あ
っ
た
南
社
に
加
入
し
︑
中
国
の
文
人
た
ち
と
幅
広
い
交
流
を
持
っ
た
︒

申
圭
植
は
︑
特
に
宋
教
仁
や
陳
其
美
と
深
い
友
誼
を
結
ん
だ
と
さ
れ
る
︒
一
九

一
三
年
袁
世
凱
に
よ
っ
て
宋
教
仁
が
暗
殺
さ
れ
た
時
に
は
︑
三
日
間
断
食
し
て
哀

悼
の
意
を
表
し
た
︒
ま
た
陣
其
美
は
︑
申
圭
植
と
﹁
頃
心
相
助
︑
日
夜
分
憂
﹂
す

る
ほ
ど
の
間
柄
と
な
り
︑
朝
鮮
独
立
に
対
す
る
深
い
理
解
を
示
し
て
︑
物
心
両
面

に
わ
た
っ
て
申
圭
植
を
援
助
し
た
と
さ
れ
る
︒
後
に
陳
其
美
が
暗
殺
さ
れ
る
と
︑

申
圭
植
自
身
が
当
時
北
京
政
府
か
ら
厳
し
い
監
視
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
危
険
を
冒
し
て
駆
け
つ
け
葬
儀
に
参
列
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
交
友
関
係
を
通

じ
て
︑
申
圭
植
は
中
国
の
革
命
運
動
家
か
ら
様
々
な
支
援
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
︒
一
九
一
〇
年
代
の
前
半
か
ら
︑
申
圭
植
は
袁
世
凱
政
府
と
駐
上
海
日
本
領
事

警
察
か
ら
懸
賞
金
付
き
の
指
名
手
配
を
受
け
た
が
︑
そ
の
際
︑
上
海
都
督
で
あ
る

陣
其
美
は
彼
の
た
め
の
避
難
所
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
租
界
地
の
魚
陽
里
に
二
階
建
て

の
家
を
斡
旋
し
た
︒
こ
こ
が
後
に
︑
朴
殷
植
な
ど
朝
鮮
亡
命
人
士
た
ち
の
留
宿
所

と
な
り
︑
上
海
に
お
け
る
朝
鮮
独
立
運
動
の
拠
点
と
な
っ
た
︒

辛
亥
革
命
の
成
功
後
︑
朝
鮮
人
独
立
運
動
家
の
中
に
は
孫
文
を
慕
っ
て
中
国
へ

の
渡
航
を
決
意
し
た
者
が
数
多
く
い
た
︒
彼
ら
は
︑
申
圭
植
が
築
い
た
独
立
運
動

の
基
盤
を
頼
っ
て
上
海
に
集
ま
り
始
め
た
︒
こ
う
し
て
上
海
入
り
し
た
独
立
運
動

家
た
ち
と
共
に
︑
申
圭
植
は
一
九
一
二
年
七
月
︵
陰
暦
五
月
二
〇
日
︶
に
同
済
社

を
結
成
し
た(

)

︒
同
済
社
の
名
前
は
﹁
同
舟
共
済
︹
同
じ
舟
で
共
に
救
う
︺﹂
を
略
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し
た
も
の
で
あ
り
︑
同
胞
た
ち
の
相
互
扶
助
機
関
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
国
権

回
復
と
民
族
独
立
を
目
指
す
団
体
で
も
あ
っ
た
︒
組
織
に
つ
い
て
は
本
部
と
支
社

を
置
き
︑
本
部
は
上
海
に
︑
支
社
は
北
京
・
天
津
・
東
北
部
な
ど
の
中
国
各
地
と

欧
米
・
日
本
に
設
置
さ
れ
た
︒
本
部
に
は
理
事
長
と
総
裁
を
置
き
︑
支
社
に
は
社

長
と
幹
事
を
置
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒
組
織
は
徐
々
に
拡
大
し
︑
全
盛
期

に
は
加
入
会
員
が
三
〇
〇
余
名
に
達
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒

同
済
社
の
理
事
長
は
申
圭
植
︑
総
裁
は
朴
殷
植
が
つ
と
め
た
︒
同
済
社
の
代
表

と
運
営
を
担
っ
た
申
圭
植
と
朴
殷
植
が
大
倧
教
の
幹
部
︵
教
秩
は
尚
教
︶
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
︑
同
済
社
に
所
属
し
た
中
心
会
員
は
大
倧
教
の
信

徒
か
︑
あ
る
い
は
大
倧
教
の
理
念
に
賛
同
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
同
済
社
が
大

倧
教
と
い
か
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
は
︑
一
九
一
七
年
の
陰
暦
三
月
一
五
日

︵
檀
君
が
昇
天
し
た
と
さ
れ
る
御
天
節
の
日
︶
に
︑
同
済
社
の
社
員
と
大
倧
教
徒
お
よ

び
学
生
ら
に
よ
る
連
合
団
体
が
大
倧
教
初
代
教
主
・
羅
喆
の
追
悼
式
を
厳
粛
に
挙

行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る(

)

︒
こ
の
団
体
は
秘
密
結
社
で
あ
っ
た
た
め
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に
詳
細
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
同
済
社
に
加
入
し
た
会
員
と
し
て
︑
金

奎
植
・
申
采
浩
・
洪
命
熹
・
趙
素
昴
・
文
一
平
・
朴
賛
翊
・
曺
成
煥
・
申
健
植
・

金
容
鎬
・
申
澈
・
閔
済
鎬
・
金
甲
・
鄭
桓
範
・
金
容
俊
・
閔
忠
植
・
李
賛
永
・
金

永
武
・
李
光
・
申
錫
雨
・
韓
震
山
︵
韓
興
教
︶
・
金
昇
・
金
徳
・
卞
栄
晩
・
尹
潽

善
・
閔
弼
鎬
・
呂
運
亨
・
鮮
于
赫
・
徐
丙
浩
・
趙
東
祜
・
鄭
元
鐸
が
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
る
︒
彼
ら
は
後
に
抗
日
独
立
運
動
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
︒

同
済
社
の
社
員
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
︑
総
裁
を
つ
と
め
た
朴
殷
植
の

他
に
︑
申
采
浩
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
点
で
あ
る
︒
周
知
の
通
り
︑
朴
殷
植
と

申
采
浩
は
近
代
朝
鮮
を
代
表
す
る
歴
史
学
者
で
あ
り
︑
両
者
共
に
旧
韓
末
期
か
ら

檀
君
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
道
し
た
民
族
主
義
史
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
頃
︑
上
海
に
滞
在
し
て
い
た
洪
命
熹
に
よ
る
と
︑
申
圭
植
は
生
活
す
ら
ま
ま

な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
申
采
浩
を
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
上
海
に
連
れ
て
き

た
︒
こ
の
時
︑﹁
睨
観
は
上
海
の
朝
鮮
人
の
中
で
中
心
人
物
で
あ
っ
た
﹂
と
回
想

し
て
い
る(

)

︒
申
圭
植
と
申
采
浩
は
高
霊
申
氏
の
同
じ
門
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
申
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采
浩
は
申
圭
植
を
頼
っ
て
上
海
へ
渡
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
参
考
ま
で
に
言

う
と
︑
朴
殷
植
は
上
海
で
﹃
韓
国
痛
史
﹄﹃
李
舜
臣
伝
﹄﹃
安
重
根
伝
﹄﹃
朝
鮮
独

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

七
五
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立
運
動
之
血
史
﹄
等
の
書
籍
を
刊
行
し
た
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
中
国
の
革
命
運

動
家
た
ち
の
支
援
の
も
と
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︵﹃
伝
記
﹄
一
二
八
～
九

頁
︶
︒そ

の
後
︑
申
圭
植
は
︑
同
済
社
の
協
力
団
体
と
し
て
新
亜
同
済
社
を
組
織
し

た
︒
朝
鮮
の
独
立
運
動
と
中
国
の
革
命
運
動
を
結
び
付
け
︑
両
国
の
友
誼
を
深
め

て
相
互
協
力
を
行
お
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
︒
秘
密
結
社
で
あ
っ
た
た
め

に
正
確
な
設
立
時
期
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
︑
陳
其
美
が
監
督
を
つ
と
め
︑
宋
教

仁
・
胡
漢
民
・
寥
仲
豈
・
鄒
魯
・
戴
季
陶
・
陳
果
夫
・
徐
謙
・
張
伝
泉
︵
張
継
︶
・

屈
暎
光
・
呉
鐵
城
・
殷
汝
驪
・
張
季
鸞
・
胡
霖
・
柏
文
蔚
・
呂
天
民
・
唐
紹
儀
・

唐
露
園
・
黄
介
民
・
楊
春
時
・
張
静
江
ら
が
会
員
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︵﹃
伝
記
﹄

一
二
八
頁
︶
︒
彼
ら
の
多
く
は
南
社
の
構
成
員
で
あ
り
︑
孫
文
が
組
織
し
た
中
華

革
命
党
の
運
動
家
で
あ
っ
た
︒
こ
の
団
体
に
つ
い
て
︑
陳
其
美
の
甥
で
あ
り
中
国

国
民
党
の
有
力
者
で
あ
っ
た
陳
果
夫
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
︒﹁
叔
父
は

朝
鮮
人
の
某
々
ら
と
秘
密
結
社
を
組
織
し
た
︒
そ
の
名
は
新
亜
同
済
社
で
あ
っ

た
︒
た
だ
朝
鮮
の
独
立
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
叔
父
は
こ
の
結
社
の
監
督
と
な
り
︑

物
質
的
・
精
神
的
な
支
援
を
行
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
極
め
て
秘
密
裏
に
進
め
ら

れ
︑
私
も
叔
父
が
語
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
だ
け
で
︑
そ
の
名
称
も
知
ら
な
か
っ

た
︒
民
国
一
五
年
︵
一
九
二
六
年
︶
に
な
っ
て
よ
う
や
く
朝
鮮
の
友
人
ら
に
探
り

を
入
れ
て
知
っ
た
﹂(

)

︒
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さ
ら
に
︑
申
圭
植
は
一
九
一
三
年
頃
に
環
球
中
国
学
生
会
に
加
入
し
︑
李
登

輝
・
唐
文
治
・
王
培
蓀
・
余
日
奇
・
朱
家
驊
ら
と
交
流
す
る
機
会
を
得
た
︒
こ
の

学
生
会
は
︑
李
登
輝
が
一
九
〇
五
年
に
中
国
留
学
生
の
就
業
を
斡
旋
す
る
た
め
に

発
起
し
た
組
織
で
あ
り
︑
一
九
一
四
年
以
降
は
朱
家
驊
が
責
任
者
と
な
っ
た
︒
中

国
人
が
組
織
し
た
こ
の
学
生
会
に
刺
激
さ
れ
て
︑
申
圭
植
は
一
九
一
三
年
一
二
月

に
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
明
徳
里
に
博
達
学
院
を
設
立
し
た
︒
こ
の
学
院
は
︑
環

球
中
国
学
生
会
の
機
構
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
中
国
や
欧
米
に
留
学
を
希
望

す
る
朝
鮮
人
青
年
の
た
め
の
予
備
学
校
と
し
て
設
置
さ
れ
た
︒
日
本
の
植
民
統
治

下
に
お
い
て
︑
朝
鮮
総
督
府
は
︑
統
監
府
時
代
の
一
九
〇
六
年
に
制
定
さ
れ
た

﹁
旧
韓
国
留
学
生
規
程
﹂
を
﹁
朝
鮮
総
督
府
留
学
生
規
程
﹂
と
し
て
改
訂
し
︑
朝

鮮
人
の
海
外
留
学
を
極
力
制
限
し
た
︒
そ
の
た
め
に
海
外
留
学
を
希
望
し
た
朝
鮮

人
青
年
は
︑
当
時
︑
ビ
ザ
無
し
で
滞
在
で
き
た
上
海
の
租
界
地
︵
特
に
国
際
租
界

と
フ
ラ
ン
ス
租
界
︶
に
流
入
し
て
留
学
の
機
会
を
う
か
が
っ
た
の
で
あ
る(

)

︒
こ
の
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よ
う
な
朝
鮮
人
学
生
に
︑
ま
ず
留
学
に
必
要
な
語
学
力
と
基
礎
学
力
を
身
に
つ
け

さ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
博
達
学
院
で
あ
っ
た
︒

博
達
学
院
の
教
育
機
関
は
一
年
半
で
︑
教
科
目
は
英
語
・
中
国
語
・
地
理
・
歴

史
・
数
学
な
ど
が
教
え
ら
れ
︑
朴
殷
植
・
申
采
浩
・
洪
命
熹
・
文
一
平
・
趙
素

昂
・
曺
成
煥
ら
と
︑
中
国
人
・
農
竹
と
米
国
籍
の
華
僑
・
毛
大
衛
な
ど
が
教
師
と

し
て
参
加
し
た
︒
こ
の
学
院
は
結
局
︑
三
期
ま
で
し
か
続
か
な
か
っ
た
が
︑
一
九

一
六
年
に
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
一
〇
〇
名
以
上
の
卒
業
生
を
輩
出
し
︑
そ
の
中
に
は

中
国
の
大
学
や
欧
米
の
学
校
へ
留
学
し
た
学
生
も
お
り
︑
彼
ら
の
学
費
支
援
も

行
っ
た
︵﹃
伝
記
﹄
一
三
〇
頁
︶
︒
一
九
一
三
年
初
め
か
ら
翌
年
秋
ま
で
上
海
に
滞

在
し
て
い
た
鄭
元
澤
の
日
記
に
よ
る
と
︑
同
済
社
は
上
海
と
南
京
地
域
の
朝
鮮
人

留
学
生
を
主
要
な
人
的
基
盤
と
し
て
い
た
︒
申
圭
植
・
金
奎
植
・
洪
命
熹
・
鄭
寅

普
・
文
一
平
な
ど
が
頻
繁
に
往
来
し
︑
両
地
域
の
留
学
生
を
指
導
し
た
︒
ま
た
︑

彼
ら
は
同
済
社
総
会
お
よ
び
創
立
記
念
式
︑
博
達
学
院
開
校
式
︑
洪
範
植
︵
一
八

七
一
～
一
九
一
〇
︑
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
時
に
自
決
し
た
人
物
︶
や
安
重
根
義
士

の
追
悼
会
な
ど
を
開
催
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る(

)

︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
博
達
学
院
は
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同
済
社
の
付
属
機
関
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
学
校
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

同
済
社
や
博
達
学
院
は
秘
密
結
社
で
あ
っ
た
た
め
に
資
料
が
残
さ
れ
て
お
ら

ず
︑
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
︑
そ
れ
に
関
わ
っ
た
当
事
者
た
ち
の
証
言
が
い
く
つ

か
残
さ
れ
て
い
る
︒
博
達
学
院
に
入
学
し
た
朝
鮮
人
学
生
の
中
で
︑
閔
弼
鎬
は
特

に
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
る
︒
閔
弼
鎬
が
申
圭
植
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

七
六
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の
は
︑
兄
の
閔
済
鎬
に
従
っ
て
中
国
上
海
へ
亡
命
し
︑
兄
の
紹
介
で
申
圭
植
と

会
っ
た
時
か
ら
で
あ
る
︒﹃
六
十
年
史
﹄
に
よ
る
と
︑
滬
光
施
教
堂
の
信
徒
と
し

て
﹁
閔
済
鎬
：
典
務
︑
参
教
︑
叙
任
﹇
壬
戌
︹
一
九
二
二
年
︺
九
月
四
日
﹈﹂
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
大
倧
教
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
︑
大
倧
教
徒
の

閔
済
鎬
が
弟
の
閔
弼
鎬
を
申
圭
植
に
紹
介
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
︑

閔
弼
鎬
は
申
圭
植
の
斡
旋
で
同
済
社
に
入
社
し
︑
博
達
学
院
で
教
育
を
受
け
た
︒

閔
弼
鎬
の
長
男
で
あ
る
閔
泳
秀(

)

は
︑
父
の
閔
弼
鎬
か
ら
直
接
聞
い
た
話
と
し
て
次
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の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒

中
国
へ
亡
命
し
て
き
た
青
年
た
ち
は
︑
睨
観
︹
申
圭
植
︺
先
生
が
組
織
し
た
同

済
社
に
入
社
し
︑
ま
た
博
達
学
院
に
通
っ
た
後
︑
大
部
分
は
睨
観
の
紹
介
と
推

薦
・
援
助
で
中
国
の
大
学
や
軍
官
学
校
ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
へ
留

学
し
た
︒
父
︹
閔
弼
鎬
︺
は
南
洋
公
学
に
通
い
︑
電
信
学
校
︹
上
海
遞
信
学

校
︺
へ
入
学
し
︑
卒
業
後
に
電
信
局
の
公
務
員
と
な
っ
た
が
︑
そ
こ
に
行
く
よ

う
に
な
っ
た
の
は
や
は
り
申
圭
植
先
生
の
指
示
に
従
っ
た
選
択
で
あ
っ
た
︒
南

洋
公
学
は
英
語
を
重
視
す
る
学
校
で
あ
っ
た
た
め
に
推
薦
さ
れ
た
︒︹
申
圭
植

先
生
は
︺
独
立
運
動
を
す
る
た
め
に
は
経
済
的
な
生
活
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
︑
そ
の
た
め
に
は
技
術
に
慣
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
た
︒
そ

れ
に
従
っ
て
︑︹
父
は
︺
中
国
の
交
通
部
傘
下
の
電
信
学
校
へ
志
願
し
た
︒
申

圭
植
先
生
の
望
ま
れ
た
通
り
︑父
は
卒
業
後
に
就
業
は
も
ち
ろ
ん
︑後
日
︑日
本

文
書
の
暗
号
解
読
に
大
き
な
功
を
立
て
た
︒⁝
父
は
中
国
の
公
務
員︹
中
国
国

民
政
府
交
通
部
電
報
局
に
勤
務
し
た
：
引
用
者
︺と
な
っ
た
が
︑我
が
臨
時
政

府
の
連
絡
や
後
に
日
本
と
戦
う
蔣
介
石
政
府
の
軍
事
委
員
会
の
侍
従
室
︹
暗
電

研
究
所
総
務
と
し
て
従
事
し
た
：
引
用
者
︺で
︑日
本
の
専
門
暗
号
を
解
読
し

て
大
き
な
寄
与
を
さ
れ
た
︒こ
れ
を
見
る
と
︑外
祖
父︹
申
圭
植
︺が
ど
の
よ
う

な
意
図
を
も
っ
て
電
信
学
校
に
入
学
さ
せ
た
の
か
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る(

)

︒
25

こ
れ
に
関
し
て
︑
閔
弼
鎬
自
身
も
﹃
伝
記
﹄
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒﹁︹
申
圭
植
︺
先
生
は
青
年
が
訪
ね
て
く
る
と
︑
食
事
と
宿
所
を
準
備
し
︑
青

年
が
学
校
に
入
学
す
る
と
学
費
を
用
意
し
て
や
り
︑
青
年
が
留
学
へ
行
く
と
旅
券

の
入
国
手
続
き
を
面
倒
見
て
あ
げ
︑
さ
ら
に
は
彼
ら
の
学
費
を
納
入
し
︑
本
を
買

い
︑
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
手
続
き
を
終
え
た
の
を
見
た
後
に
や
っ
と
安
心
し
た
﹂

︵﹃
伝
記
﹄
一
三
一
頁
︶
︒
後
に
閔
弼
鎬
は
一
九
二
〇
年
七
月
に
申
圭
植
の
娘
・
申
明

浩
と
結
婚
し
︑
申
圭
植
の
秘
書
役
を
つ
と
め
た
︒

博
達
学
院
の
実
態
に
つ
い
て
詳
細
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
︑
英
語
や
中

国
語
と
い
っ
た
語
学
の
実
践
教
育
の
他
︑
大
倧
教
が
目
標
と
し
た
朝
鮮
人
と
し
て

の
民
族
意
識
を
覚
醒
さ
せ
る
た
め
の
歴
史
教
育
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
学
院
の
名
称
で
あ
る
﹁
博
達
︹
박
달
：
パ
ク
タ
ル
︺﹂
は
︑

大
倧
教
が
唱
道
し
た
檀
君
時
代
の
国
名
で
あ
る
﹁
배
달
︹
ペ
ダ
ル
︑
漢
字
表
記
は

﹁
倍
達
﹂︺﹂
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒
大
倧
教
で
は
︑
東
北
ア
ジ
ア
で
活
動

し
た
あ
ら
ゆ
る
民
族
・
部
族
を
総
称
し
た
﹁
倍
達
族
﹂
と
い
う
新
し
い
民
族
観
念

を
提
唱
し
た
︒﹁
倍
達
﹂
と
は
朝
鮮
語
の
古
語
で
﹁
배
달
︹
ペ
ダ
ル
︺﹂
と
い
う
音

を
漢
字
に
直
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
배
﹂
は
﹁
祖
﹂
や
﹁
父
﹂
を
意
味
し
︑﹁
달
﹂

は
﹁
光
﹂
を
意
味
す
る
と
さ
れ
た
︵﹁
檀
君
教
佈
明
書
﹂﹃
六
十
年
史
﹄
八
六
頁
︶(

)

︒
26

ま
た
︑﹁
배
달
︹
ペ
ダ
ル
︺﹂
の
別
の
漢
字
表
記
と
し
て
﹁
博
達
﹂
や
﹁
朴
達
﹂
が

使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
檀
君
が
降
臨
し
た
と
さ
れ
る
太
伯
山
檀
木

の
名
前
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
︵﹃
六
十
年
史
﹄
五
〇
頁
︶
︒
博
達
学
院
と
は
︑
す

な
わ
ち
﹁
倍
達
︹
中
国
東
北
部
と
朝
鮮
半
島
を
含
む
朝
鮮
民
族
の
本
来
の
彊
域
︺

の
学
校
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

三
．
申
圭
植
の
著
作
に
あ
ら
わ
れ
た
檀
君
思
想

申
圭
植
が
展
開
し
た
朝
鮮
民
族
独
立
運
動
は
︑
大
倧
教
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
た

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

七
七
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も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
彼
が
残
し
た
﹃
児
目
涙
﹄
と
い
う
詩
集
に
掲
載
さ
れ

た
詩
の
内
容
か
ら
も
確
認
で
き
る(

)

︒
こ
の
詩
集
は
︑
申
圭
植
誕
生
六
〇
周
年
を
記

27

念
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
別
名
で
﹁
睨
観
詩
集
﹂
と
も
称
さ
れ
た
︒
そ

こ
に
は
︑
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
の
間
に
申
圭
植
が
創
作
し
た
一
六

〇
首
余
り
の
律
詩
と
散
文
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒﹁
児
目
涙
﹂
と
い
う
題
名
は

直
訳
す
る
と
﹁
幼
い
子
ど
も
の
目
に
浮
か
ぶ
涙
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑﹁
兒

目
﹂
は
彼
の
号
で
あ
る
睨
観
の
﹁
睨
﹂
の
字
を
ば
ら
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
︑
申

圭
植
が
涙
で
詠
ん
だ
詩
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
詩
集
に
は
︑
羅

喆
・
曺
成
煥
・
趙
琬
九
・
朴
殷
植
・
申
采
浩
・
趙
素
昂
・
安
昌
浩
・
申
伯
雨
・
洪

命
喜
・
盧
伯
麟
な
ど
の
朝
鮮
人
独
立
運
動
家
や
︑
孫
文
・
黄
克
強
・
宋
教
仁
・
孟

碩
な
ど
中
国
の
革
命
運
動
家
に
関
す
る
詩
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
こ
の
詩
集
に
は
大
倧
教
に
関
す
る
詩
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
中
に
﹁
倧
門
題
感
﹂
と
題
さ
れ
た
詩
が
あ
る
︒
こ
の
詩
に
は
︑
申
圭
植
の
大
倧

教
に
対
す
る
考
え
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
全
文
を
引
用
す
る
と
︑
次
の

通
り
で
あ
る
︒

四
千
三
百
載
︑
重
闢
大
倧
門
︑
萬
象
皆
歸
化
︑
三
神
獨
至
尊
︑
仁
棣
皆
兄
弟
︑

靈
檀
有
子
孫
︑
普
救
蒼
生
苦
︑
先
招
倍
達
魂
／
又
︑
粵
昔
鴻
荒
世
︑
神
人
降
自

天
︑
五
戒
宗
綱
在
︑
三
神
至
理
傳
︑
上
元
初
三
日
︑
東
方
半
萬
年
︑
遺
民
能
報

本
︑
朝
旭
復
光
鮮
／
又
︑
在
天
惟
上
帝
︑
降
世
是
人
宗
︑
生
仙
儒
佛
耶
︑
無
端

倪
初
終
︑
三
眞
歸
一
理
︑
萬
有
被
神
功
︑
又
是
邦
家
祖
︑
誰
非
血
族
同
／
又
︑

緬
惟
皇
祖
首
開
天
︑
繼
降
神
兄
豈
偶
然
︑
人
皆
相
賀
重
生
日
︑
我
亦
難
忘
不
死

年
／
又
︑
金
花
玉
殿
靈
明
現
︑
暮
鼓
晨
鐘
大
道
傳
︑
萬
姓
一
家
何
處
是
︑
宗
門

咫
尺
放
光
鮮(

)
28

こ
の
中
で
﹁
緬
惟
皇
祖
首
開
天
︑
繼
降
神
兄
豈
偶
然
︑
人
皆
相
賀
重
生
日
︑
我

亦
難
忘
不
死
年
﹂
と
い
う
句
に
︑
羅
喆
が
大
倧
教
を
重
光
し
た
年
︵
一
九
〇
九
年
︶

に
︑
申
圭
植
が
自
死
を
諦
め
て
再
生
の
希
望
を
見
出
し
た
こ
と
が
よ
く
詠
わ
れ
て

い
る
︒

そ
の
他
に
も
︑
開
天
日
に
天
宮
に
参
拝
し
た
時
に
詠
ん
だ
﹁
拜
退
天
宮
﹂︵﹁
開

天
慶
日
拜
天
宮
︑
一
炷
心
香
告
血
衷
︑
此
去
如
非
神
化
力
︑
頑
冥
何
以
奏
微
功
﹂
二
二

頁
︶
や
︑
南
京
に
い
る
大
倧
教
徒
を
訪
問
し
た
際
に
詠
ん
だ
﹁
寄
南
京
同
志
︵
壬

子
秋
︶
﹂︵﹁
早
朝
夜
之
半
︑
默
禱
拜
天
宮
︑
大
道
無
私
曲
︑
至
誠
能
感
通
⁝
﹂
三
〇
頁
︶

が
あ
る
︒
ま
た
︑
朴
殷
植
︵
号
は
謙
谷
︶
と
一
緒
に
朝
食
を
と
っ
た
際
に
詠
ん
だ

﹁
廬
中
即
景
﹂
と
い
う
題
名
の
詩
が
あ
る
︒
こ
の
詩
に
は
︑
申
圭
植
が
居
住
し
て

い
た
室
内
の
様
子
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
て
興
味
深
い
︒
そ
の
内
容
は
次
の
通
り

で
あ
る
︒

同
謙
老
滄
宗
朝
餐
︑
甁
有
梅
落
於
水
碗
︑
余
吹
飮
︑
忽
得
﹁
甁
梅
落
水
聽
浮

動
﹂
七
字
︑
看
階
前
盆
柏
寒
後
依
然
本
色
︑
感
構
一
對
仍
題
室
内
︑
卽
景
補
成

四
律
一
首
／
天
眞
在
上
晨
昏
拜
︑
祖
績
懸
中
外
内
描
︑︵
樓
上
奉
案
檀
祖
神
像
︑

堂
中
掛
置
廣
開
土
王
碑
字
中
軸
︑
及
忠
武
公
遺
之
對
聯
︶
︑
甁
梅
落
水
聽
浮
動
︑
盆

柏
經
霜
見
後
凋
︑
隨
陽
三
影
含
蘆
集
︑
震
嶽
一
聲
獅
虎
吼
︑︵
於
有
正
書
局
︑
得

三
雁
圖
︑
及
見
贈
虎
嘯
圖
︑
並
掛
壁
︶
︑
寤
寐
起
居
歌
哭
裡
︑
東
窗
紅
日
似
前
朝

︵
五
二
頁
︶

ま
た
﹃
児
目
涙
﹄
に
は
︑
羅
喆
の
死
を
悼
ん
だ
詩
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

羅
喆
は
一
九
一
六
年
に
黄
海
道
九
月
山
で
自
死
し
た
が
︑
そ
の
時
に
申
圭
植
が
詠

ん
だ
﹁
追
悼
文
﹂
や
︑
開
天
節
な
ど
の
慶
節
日
や
大
倧
教
関
連
の
様
々
な
場
所
で

羅
喆
へ
の
思
慕
を
詠
っ
た
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
︑
以

下
の
通
り
で
あ
る
︒

七
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｢留
盛
京
奉
天
有
感
題
寄
弘
巖
︵
弘
巖
乃
大
倧
敎
敎
主
︶
﹂︵﹁
靈
檀
雨
露
白
山
春
︑
一

視
莫
非
生
育
民
︑
此
地
命
名
誠
不
偶
︑
當
年
紀
念
奉
天
神
﹂
二
二
頁
︶

｢贈
弘
巖
先
生
﹂︵﹁
去
年
今
日
共
囹
圄
︑
歌
詠
阿
斯
氣
尙
豪
︑
隻
雁
南
飛
何
處
向
︑
白

山
黑
水
路
迢
迢
﹂
二
八
頁
︶

｢開
天
紀
元
節
追
慕
﹂︵﹁
于
于
蠢
蠢
衆
生
悲
︑
被
澤
叨
光
自
不
知
︑
誰
見
東
西
古
今

史
︑
神
師
君
父
總
兼
之
﹂
五
二
頁
︶

｢奉
悼
羅
公
弘
巖
神
兄
五
章
︵
丙
辰
︶
﹂︵﹁
百
玉
其
心
黑
鐵
肝
︑
惄
然
憂
國
十
分
殫
︑

義
聲
興
問
渝
盟
罪
︑
劍
事
歸
誅
締
約
奸
︑
入
獄
那
堪
衆
生
苦
︑
現
身
替
受
重
刑
安
︑

妖
氛
晦
塞
塵
囂
上
︑
不
出
斯
人
世
道
難
／
其
二
︑
天
來
喜
報
復
甦
還
︑
嶽
降
先
生
試

大
艱
︑
靈
性
工
夫
通
帝
側
︑
妙
香
顧
使
救
人
間
︑
了
來
庶
衆
歸
神
市
︑
祖
述
三
桓
降

震
檀
︑
斬
棘
披
荊
尋
舊
蹟
︑
翩
翩
道
杖
白
頭
山
／
其
三
︑
河
行
北
陸
復
南
韓
︑
鐸
我

全
球
將
轍
環
︑
惡
魔
頻
謀
加
十
字
︑
大
雄
何
畏
達
三
觀
︑
人
間
萬
事
伊
誰
賴
︑
天
上

靈
音
遽
忽
頒
︑
泰
嶽
其
崩
梁
木
壤
︑
不
堪
囘
首
阿
斯
山
／
其
四
︑
憶
昔
十
年
披
肝

膽
︑
聯
床
風
雨
訂
金
蘭
︑
活
恩
一
縷
方
圖
報
︑
殉
命
三
條
奈
忍
看
︑
鶴
壽
髙
山
常
仰

止
︑
鸞
驂
八
月
莫
追
攀
︑
斜
陽
天
末
蒼
涼
立
︑
浩
氣
東
來
滿
兩
間
／
其
五
︑
盥
讀
遺

書
涕
淚
零
︑
春
風
化
雨
動
頑
冥
︑
孤
衷
每
念
斯
遺
族
︑
大
道
無
量
彼
衆
生
︑
仇
者
乃

云
除
勁
敵
︑
吾
徒
何
以
答
神
明
︑
重
重
疊
疊
悠
悠
感
︑
倧
國
前
途
均
莫
名
﹂
五
三
～

四
頁
︶

｢並
附
一
首
戊
午
嘉
倍
日
憶
弘
師
﹂︵﹁
光
陰
容
易
又
中
秋
︑
諱
日
居
然
度
兩
週
︑
更

閱
遺
書
天
日
暗
︑
空
懷
道
範
嶽
雲
悠
︑
神
靈
降
鑒
應
垂
憫
︑
塵
世
譜
緣
誰
與
訓
︑
孑

影
天
涯
無
限
恨
︑
心
喪
未
了
又
丁
憂
﹂
五
四
頁
︶

｢弘
巖
先
生
追
悼
文
﹂︵﹁
天
祖
降
世
四
千
三
百
七
十
三
年
︑
舊
曆
丙
辰
八
月
十
五
日
嘉

倍
節
︑
大
倧
敎
都
司
敎
弘
巖
羅
先
生
︑
在
故
國
黃
海
道
九
月
山
三
神
祠
︑︵
檀
祖
神

位
奉
安
之
地
︶︑
爲
民
族
︑
爲
宗
國
︑
爲
衆
生
︑
爲
大
道
絕
食
禱
天
畢
︑
頒
殉
命
三

條
及
諸
遺
書
︑
乃
卽
歸
天
︑
同
人
等
聞
耗
哀
痛
︑
中
外
無
不
悲
慕
︑
其
翌
年
丁
巳
三

月
十
五
日
︑
上
海
僑
民
之
同
濟
社
員
及
大
倧
敎
徒
與
遊
學
生
等
︑
聯
合
團
體
︑
擧
行

追
悼
典
禮
︑
謹
爲
文
敢
告
于
︑
先
生
在
天
之
靈
曰
﹂
五
四
頁
︶

｢輓
章
﹂︵﹁
前
朝
五
百
年
間
無
雙
國
士
︑
大
敎
四
千
載
後
第
一
宗
師
﹂
五
五
頁
︶

｢維
﹂︵﹁
天
祖
降
世
四
千
三
百
七
十
三
年
秋
八
月
望
日
壬
子
︑
我
大
倧
敎
都
司
敎
羅
喆

弘
巖
先
生
︑
殉
敎
於
九
月
山
︑
越
明
年
三
月
十
五
日
︑
海
上
後
學
等
︑
追
慕
英
靈
︑

爲
文
述
哀
︑
其
詞
曰
／
嗚
呼
邦
國
殄
瘁
兮
︑
世
道
何
其
凌
夷
︑
逖
矣
敎
化
頽
廢
兮
︑

民
氣
徒
以
萎
靡
︑
帝
遣
天
使
謫
降
兮
︑
大
倧
復
活
於
玆
︑
適
値
妖
氛
漲
天
兮
︑
魔
障

牢
不
可
破
︑
排
萬
難
歷
千
劫
兮
︑
吾
敎
稍
有
端
倪
︑
師
曰
余
誠
未
至
兮
︑
入
山
修
道

有
年
︑
聞
蒼
生
之
疾
苦
兮
︑
三
日
齋
沐
禱
天
︑
檀
村
民
病
倶
蘇
兮
︑
偕
來
咸
拜
天
眞

／
皇
祖
眷
佑
四
方
兮
︑
神
化
遠
被
西
隣
︑
囘
首
故
國
山
川
兮
︑
眼
前
狐
狸
縱
橫
︑
哀

我
民
族
呼
冤
兮
︑
日
月
慘
憺
無
光
︑
三
聖
祠
堂
親
詣
兮
︑
爲
民
贖
罪
自
戕
︑
噩
耗
忽

傳
内
外
兮
︑
仲
秋
節
日
罔
極
︑
比
耶
蘇
之
磔
列
兮
︑
其
情
尤
可
惻
怛
︑
異
域
亡
命
餘

生
兮
︑
聞
其
耗
而
痛
切
︑
大
敎
中
興
未
括
兮
︑
吾
師
易
簀
何
速
︑
後
死
者
之
無
依

兮
︑
望
仙
賀
而
莫
及
︑
大
東
民
氣
未
灰
兮
︑
繼
其
志
者
不
乏
︑
在
天
之
靈
陰
助
兮
︑

神
邦
賴
以
光
復
︑
白
山
若
礪
碧
海
如
帶
兮
︑
靈
魂
千
古
不
滅
兮
︑
來
聆
哀
文
兮
︑
普

天
同
聲
一
哭
﹂
五
五
～
六
頁
︶

こ
れ
ら
の
詩
を
通
じ
て
︑
申
圭
植
が
大
倧
教
初
代
教
主
の
羅
喆
を
い
か
に
深
く

尊
敬
し
て
い
た
か
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

申
圭
植
の
大
倧
教
思
想
に
つ
い
て
は
︑
彼
の
著
書
で
あ
る
﹃
韓
国
魂
﹄
を
通
じ

て
も
確
認
で
き
る(

)

︒﹃
韓
国
魂
﹄
は
︑
一
九
一
二
年
の
同
済
社
創
立
時
に
講
演
し

29

た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
︑
一
九
一
四
年
一
一
月
一
八
日
の
李
忠
武
公
の

殉
国
日
に
あ
わ
せ
て
脱
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
朝
鮮
人
同
胞
の
間
で
広

く
回
し
読
み
さ
れ
︑
一
九
二
〇
年
一
〇
月
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
﹃
震
檀
﹄
に
連
載

さ
れ
る
形
で
公
表
さ
れ
た
︒
本
書
は
﹁
民
族
主
義
と
復
仇
の
大
義
を
明
ら
か
に
す

る
﹂︵
同
書
︑
序
言
︶
目
的
で
書
か
れ
︑
申
圭
植
自
身
も
血
と
涙
で
編
ん
だ
と
告
白

し
︑
別
名
﹃
痛
言
﹄
と
も
呼
ば
れ
た
︒

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

七
九
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『韓
国
魂
﹄
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
︒﹁
心
が
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
よ
り
大
き
な

悲
し
み
は
な
い
︒
亡
国
の
原
因
は
︑
こ
の
心
が
死
ん
だ
た
め
で
あ
る
︒
⁝
我
々
の

大
韓
は
亡
ん
で
し
ま
っ
た
と
は
言
え
︑
我
々
各
自
の
心
の
中
に
は
依
然
と
し
て
一

つ
の
大
韓
が
あ
る
︒
そ
の
我
々
の
心
が
す
な
わ
ち
大
韓
の
魂
で
あ
る
︒
⁝
同
胞
た

ち
よ
︑
皆
一
緒
に
大
韓
の
魂
を
宝
の
よ
う
に
見
な
し
て
︑
消
滅
し
な
い
よ
う
に

し
︑
ま
ず
各
自
そ
の
魂
を
救
い
出
し
︑
死
な
な
い
よ
う
に
し
よ
う
﹂︵﹃
韓
国
魂
﹄

一
五
～
一
六
頁
︶
︒

ま
た
本
書
で
は
︑
朝
鮮
民
族
の
始
祖
檀
君
と
共
に
︑
日
本
の
秀
吉
軍
を
撃
退
し

た
李
舜
臣
将
軍
を
尊
崇
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
︒

我
が
開
国
始
祖
檀
君
は
︑
即
ち
我
ら
の
主
宰
で
あ
る
︒
我
が
救
国
元
勲
で
あ
る

李
舜
臣
は
︑
即
ち
我
ら
の
統
制
で
あ
る
︒
⁝
我
が
民
族
は
我
ら
の
祖
宗
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
︒
我
が
始
祖
︹
檀
君
を
指
す
︺
が
神
と
し
て
降
臨
し
開
国
し
た

月
に
李
忠
武
公
が
国
を
救
う
た
め
に
殉
難
し
︑
我
が
始
祖
が
御
天
し
た
月
に
李

忠
武
公
が
降
誕
し
た
︒
我
ら
は
一
〇
月
三
日
を
も
っ
て
民
族
の
大
紀
念
節
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⁝
特
に
我
が
檀
君
を
推
仰
す
る
こ
と
は
︑
生
民
教
化
の
初

め
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
⁝
李
忠
武
公
を
崇
め
る
の
は
︑
忠
孝
と
文
武
で
鞠
躬

尽
瘁
し
た
方
が
︑
四
千
年
の
間
︑
た
だ
忠
武
公
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
︵﹃
韓
国
魂
﹄
五
六
～
七
頁
︶
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
閔
弼
鎬
の
﹃
伝
記
﹄
に
も
︑﹁︹
申
圭
植
は
︺
朝
起
き
る
と
国

祖
檀
君
の
聖
像
に
向
か
っ
て
敬
礼
と
黙
念
を
捧
げ
︑
同
時
に
李
忠
武
公
の
﹁
誓
海

魚
龍
動
︑
盟
山
草
木
知
︹
海
に
誓
え
ば
魚
と
龍
を
動
か
し
︑
山
と
盟
す
れ
ば
草
木

が
こ
れ
を
知
る
︺﹂
と
い
う
詩
句
を
吟
じ
な
が
ら
︑
自
身
を
謹
慎
し
督
励
し
た
と

記
さ
れ
て
い
る
︵﹃
伝
記
﹄
一
一
〇
頁
︶
︒
ま
た
︑
先
に
引
用
し
た
﹃
児
目
涙
﹄
所

収
の
﹁
廬
中
即
景
﹂
と
い
う
詩
を
み
る
と
︑
申
圭
植
は
自
ら
の
居
所
に
つ
い
て

﹁
二
階
に
は
檀
祖
の
神
像
を
奉
り
︑
居
間
に
は
広
開
土
王
碑
文
と
忠
武
公
の
遺
文

を
対
に
し
た
掛
け
軸
を
掛
け
て
い
た
︵
樓
上
奉
案
檀
祖
神
像
︑
堂
中
掛
置
廣
開
土
王

碑
字
中
軸
︑
及
忠
武
公
遺
之
對
聯
︶
﹂︵﹃
児
目
涙
﹄
五
二
頁
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
近
年
︑
申
圭
植
の
檀
君
思
想
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
が
発
見
さ
れ
て

い
る
︒
中
国
の
上
海
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
震
壇
﹄
と
い
う
週
刊
雑
誌
で
あ
る(

)

︒
本
誌

30

は
︑
朝
鮮
人
と
中
国
人
の
運
動
家
が
共
同
で
編
集
・
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本

文
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
︒
中
国
で
発
見
さ
れ
︑
一
九
二
〇
年
一
〇
月
に
発
行

さ
れ
た
第
一
号
か
ら
翌
年
四
月
に
発
行
さ
れ
た
第
二
二
号
ま
で
の
内
容
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
震
壇
﹂
と
は
﹁
東
方
檀
君
の
国
﹂
を
意
味
し(

)

︑
申
圭
植
や

31

朴
殷
植
ら
が
張
季
鸞
・
胡
政
之
・
葉
楚
傖
・
史
量
才
な
ど
の
中
国
人
諸
氏
と
共
同

で
朝
鮮
の
歴
史
と
文
化
の
研
究
を
行
い
︑
そ
の
成
果
を
本
誌
に
掲
載
し
て
い
る
︒

本
紙
を
通
じ
て
︑
上
海
の
朝
鮮
人
運
動
家
と
中
国
の
革
命
運
動
家
と
の
交
流
関
係

や
︑
当
時
の
朝
鮮
人
独
立
運
動
家
た
ち
が
信
奉
し
て
い
た
民
族
思
想
に
つ
い
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
︒

本
誌
の
内
容
は
︑
帝
国
日
本
を
中
国
と
朝
鮮
の
共
通
の
敵
と
し
て
︑
日
本
帝
国

主
義
に
よ
る
蛮
行
を
世
界
中
に
知
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
︒
と
り
わ

け
注
目
し
た
い
の
は
︑
創
刊
号
︵
一
九
二
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
発
行
︶
の
冒
頭
︵
第

二
面
︶
に
︑﹁
共
和
萬
歳
﹂
と
い
う
見
出
し
の
創
刊
辞
と
と
も
に
︑﹁
震
壇
發
行
之

祝
︑
天
下
為
公
﹂
と
書
か
れ
た
孫
文
の
題
字
が
紙
面
中
央
に
大
き
く
掲
載
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
四
面
の
真
中
に
大
々
的
に
︑﹁
震
壇
誕
生
之
元
旦
︑

中
華
民
國
雙
十
節
︑
新
亞
同
濟
社
合
祝
︑
大
韓
民
國
二
年
十
月
十
日
﹂
と
記
さ

れ
︑
第
五
面
の
真
中
に
は
﹁
震
壇
報
社
萬
歲
︑
同
舟
共
濟
︑
大
同
黨
敬
祝
﹂
と
記

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
本
紙
が
同
済
社
や
新
亜
同
済
社
の
支
援
の
も
と

に
そ
の
機
関
紙
的
な
役
割
を
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
︑

中
華
民
国
学
生
聯
合
会
総
会
の
名
義
で
﹁
震
壇
出
版
誌
慶
︑
光
華
復
旦
﹂︵
第
六

八
〇
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面
︶
と
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
中
国
側
か
ら
も
賛
同
と
援
助
が
な
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
第
七
面
で
は
﹁
祝
詞
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
見
る

と
︑
例
え
ば
︑
中
華
工
業
協
会
か
ら
は
﹁
祝
震
壇
報
出
版
﹂
と
題
し
て
︑﹁
嗟
我

華
韓
︑
同
種
同
文
︑
爰
處
東
亞
︑
惟
善
是
親
︑
降
及
今
世
︑
迺
辱
強
鄰
︑
率
彼
醜

虜
︑
蠶
食
鯨
呑
︑
嗟
我
華
韓
︑
何
以
國
存
︑
困
獣
猶
門
︑
屈
蠖
求
仲
︑
立
國
之

道
︑
貴
能
合
羣
︑
而
我
華
韓
︑
關
係
齒
唇
︑
倂
力
禦
侮
︑
責
在
吾
民
︑
臥
薪
嘗

膽
︑
雪
恥
維
新
︑
大
哉
震
壇
﹂
と
訴
え
︑
ま
た
呉
敏
於
は
﹁
震
壇
報
頌
辭
﹂
と
題

し
て
﹁
粤
稽
中
韓
︑
相
與
唇
齒
︑
唐
虞
以
降
︑
歴
數
千
祀
︑
何
物
強
隣
︑
三
島
崛

起
︑
輾
轉
侵
陵
︑
東
邦
傾
圯
︑
爾
辱
我
辱
︑
爾
恥
我
恥
︑
嘗
膽
臥
薪
︑
未
容
或

已
︑
偉
哉
震
壇
︑
檀
箕
肖
子
︑
正
義
發
揮
︑
風
行
一
紙
︑
立
儒
廉
頑
︑
光
復
從

此
︑
宣
武
亞
東
︑
拭
目
以
竣
﹂
と
訴
え
て
い
る
︒

ま
た
︑
本
紙
で
は
朝
鮮
の
独
立
運
動
家
と
中
国
の
革
命
運
動
家
が
行
っ
た
抗
日

運
動
の
成
果
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒
創
刊
号

で
は
︑﹁
韓
國
獨
立
運
動
近
史
﹂
の
欄
︵
第
八
面
︶
で
﹁
國
内
外
韓
人
之
獨
立
宣

言
︑
國
内
韓
人
獨
立
宣
書
﹂
と
い
う
見
出
し
で
︑
三
・
一
運
動
時
に
宣
布
さ
れ
た

独
立
宣
言
書
の
内
容
を
漢
文
で
紹
介
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
朝
鮮
建
國
四
千

二
百
五
十
二
年
﹂
と
い
う
﹁
檀
紀
︵
檀
君
紀
元
︶
﹂
を
使
用
し
て
い
る
の
が
注
目
さ

れ
る
︒
ま
た
﹁
韓
國
消
息
﹂
の
欄
︵
第
九
面
︶
で
は
︑﹁
獨
立
運
動
的
統
計
﹂﹁
元

山
韓
人
之
示
威
運
動
﹂﹁
韓
義
勇
團
首
領
被
捕
﹂
に
つ
い
て
報
告
し
︑﹁
中
國
消

息
﹂
の
欄
︵
第
一
〇
面
︶
で
は
﹁
中
東
路
之
新
合
同
﹂︑﹁
世
界
消
息
﹂
の
欄
︵
第

一
〇
面
︶
で
は
﹁
美
國
排
日
問
題
﹂
な
ど
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

﹁
痛
言
﹂
の
欄
︵
第
一
一
面
︶
で
は
︑
真
ん
中
に
﹁
震
壇
叢
報
︑
東
亜
之
光
﹂
と
大

書
し
た
陳
独
秀
の
祝
辞
と
共
に
︑﹁
韓
国
魂
﹂︵
仙
盧
主
人
撰
︹
申
圭
植
を
指
す
︺︶

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
言
う
と
︑
こ
の
欄
に
連
載
さ
れ
た
寄
稿
文
を
一

つ
に
ま
と
め
る
形
で
︑
申
圭
植
の
﹃
韓
国
魂
﹄
が
出
版
さ
れ
た
︵
そ
の
た
め
に

﹃
韓
国
魂
﹄
の
こ
と
を
﹃
痛
言
﹄
と
も
称
し
た
︶
︒
ま
た
︑﹁
短
評
﹂
の
欄
︵
二
〇
面
︶

で
は
︑﹁
是
我
們
的
事
﹂
と
し
て
﹁
中
國
與
朝
鮮
︑
如
兄
如
弟
︑
如
足
如
手
︑
朝

鮮
的
痛
苦
︑
就
是
中
國
的
痛
苦
︑
中
國
的
痛
苦
︑
也
就
是
朝
鮮
的
痛
苦
︑
中
國
人

幇
助
朝
鮮
運
動
獨
立
︑
不
幇
助
︑
在
是
自
己
救
自
己
︑
朝
鮮
要
與
中
國
連
絡
一

致
︑
也
是
自
然
的
趨
勢
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

創
刊
号
の
翌
週
に
発
行
さ
れ
た
第
二
号
︵
一
九
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
︶
に
も
注

目
す
べ
き
紙
面
が
あ
る
︒
第
七
面
の
真
ん
中
に
﹁
祝
震
壇
發
達
︑
同
舟
共
濟
︑
蔣

中
正
﹂
と
自
筆
で
書
か
れ
た
蔣
介
石
の
祝
辞
が
大
々
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒
こ
の
祝
文
か
ら
は
蔣
介
石
が
新
亜
同
済
社
の
活
動
に
賛
同
し
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
︒
孫
文
が
亡
く
な
っ
た
後
︑
中
国
国
民
党
の
指
導
者
と
な
っ
た
蔣
介
石

も
︑
孫
文
と
同
様
に
臨
政
を
擁
護
す
る
立
場
を
と
り
︑
臨
政
の
要
人
た
ち
に
様
々

な
支
援
を
行
っ
た
︒
そ
の
理
由
も
︑
申
圭
植
が
中
国
の
革
命
運
動
家
た
ち
と
の
間

に
築
い
た
中
韓
連
帯
の
輪
の
中
に
︑
蔣
介
石
も
入
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒

そ
し
て
︑
第
六
号
︵
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
発
行
︶
は
特
に
注
目
す
べ
き
号

と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
は
開
天
節
︵
檀
君
の
降
誕
と
古
朝
鮮
の
建
国
が
行
わ
れ
た

陰
暦
一
〇
月
三
日
を
祝
う
日
︶
が
行
わ
れ
た
週
で
あ
り
︑
檀
君
に
関
す
る
特
輯
号
と

し
て
の
内
容
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒
第
二
面
に
は
︑﹁
韓
國
國
慶
開
天
節
頌
辭
﹂

と
﹁
韓
國
國
慶
開
天
節
略
史
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
ほ
か
︑﹁
社
論
﹂
の
欄
で
﹁
吾
族

之
進
行
方
法
﹂︵
白
巖
︹
朴
殷
植
︺︶
が
揭
載
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
非
常
に
大
き
な

﹁
大
韓
開
國
始
祖
檀
君
聖
像
﹂︵
第
二
面
︶
と
﹁
太
白
山
天
池
﹂
の
写
真
︵
第
三
面
︶

が
大
々
的
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
第
五
面
の
﹁
韓
軍
戰
報
﹂
の
欄
で
は
︑

﹁
韓
軍
大
破
日
兵
於
和
龍
﹂
の
題
名
で
青
山
里
戦
闘
の
勝
利
を
伝
え
︑﹁
韓
國
消

息
﹂
の
欄
で
は
﹁
韓
人
國
慶
紀
念
﹂
と
題
し
て
﹁
舊
暦
十
月
三
日
︑
卽
韓
國
始
祖

檀
君
降
世
及
建
國
紀
念
的
開
天
節
︑
韓
政
府
及
留
滬
韓
民
團
︑
當
日
下
午
二
時
︑

假
靜
安
寺
路
夏
令
配
克
影
戱
館
擧
行
慶
祝
云
﹂
と
伝
え
て
い
る
︒

続
く
第
七
号
︵
一
九
二
〇
年
一
一
月
二
一
日
︶
で
も
︑
前
号
に
続
い
て
開
天
節
関

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に
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連
の
記
事
が
大
半
を
占
め
て
い
る
︒
特
に
第
二
面
で
は
﹁
韓
國
始
祖
檀
君
略
史
﹂

と
い
う
一
文
を
掲
載
し
て
︑
檀
君
の
存
在
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
た
後
︑
附
録

と
し
て
﹁
大
倧
敎
之
由
來
﹂
と
﹁
弘
巖
羅
氏
小
史
﹂
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
て
い

る
︒
前
者
の
記
事
で
は
︑
扶
餘
の
代
天
︑
高
句
麗
の
敬
天
︑
新
羅
の
崇
天
︑
百
済

の
拝
天
︑
高
麗
の
壬
倹
︑
渤
海
の
真
倧
︑
金
の
開
天
︑
満
洲
の
主
神
に
つ
い
て
述

べ
︑
こ
れ
ら
は
皆
﹁
大
祖
神
之
義
﹂
で
あ
る
と
解
説
し
︑
後
者
の
記
事
で
は
︑
羅

喆
の
略
歴
と
大
倧
教
を
重
光
し
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
こ
の
号
が
発
行
さ
れ
た
月
は
︑
露
領
地
域
に
お
け
る
独
立
運
動
家
の
代

表
で
あ
る
李
東
輝
が
︑
ち
ょ
う
ど
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
上
海
に
到
着
し
た
時

で
も
あ
り
︑
第
二
面
に
は
李
東
輝
の
﹁
開
天
節
祝
詞
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ

こ
に
は
︑﹁
大
韓
民
國
二
年
陰
十
月
三
日
︑
國
務
總
理
李
東
輝
︑
謹
同
兄
弟
姉
妹
︑

恭
賀
大
祖
神
︑
開
天
慶
日
⁝
迄
於
人
類
滅
儘
之
時
︑
歌
昹
倍
達
︵
檀
君
時
國
號
祖

光
之
義
︶
霊
光
於
和
風
甘
露
︑
永
矢
無
窮
﹂
と
し
て
︑
漢
訳
さ
れ
た
﹁
開
天
節
祝

詞
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
そ
の
漢
訳
詞
の
上
に
︑
漢
字
が
一

切
使
用
さ
れ
て
い
な
い
純
ハ
ン
グ
ル
の
祝
詞
も
同
時
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
︒
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

大
韓
民
国
二
年
︹
一
九
二
〇
年
︺
陰
一
〇
月
三
日
︑
国
務
総
理
李
東
輝
は
謹
ん

で
兄
弟
姉
妹
と
共
に
︑
ハ
ン
ベ
様
の
開
天
な
さ
っ
た
慶
祝
日
を
喜
ぶ
の
で
あ

り
︑
私
た
ち
の
生
命
と
土
地
と
力
を
初
め
て
開
い
て
下
さ
っ
た
こ
と
を
喜
び
讃

え
︑
ま
た
聖
な
る
栄
光
と
限
り
な
い
陰
徳
を
篤
く
思
慕
し
て
讃
え
︑
こ
の
日
を

祝
う
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
︒
真
っ
暗
な
民
族
に

激
し
い
雨
雪
が
降
り
注
ぐ
中
で
︑
ハ
ン
ベ
様
の
命
綱
を
つ
か
み
な
が
ら
︑
与
え

て
く
だ
さ
っ
た
御
陰
を
命
に
か
え
て
人
類
が
無
く
な
る
時
ま
で
︑
倍
達
︹
ペ
ダ

ル
︺
の
明
る
い
光
を
温
か
い
風
と
嬉
し
い
露
の
中
で
培
い
歌
う
の
で
あ
る(

)

︒
32

こ
こ
で
は
﹁
ハ
ン
ベ
様
﹂
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ

る
︒﹁
ハ
ン
ベ
︹
한
배
︺﹂
は
大
倧
教
用
語
で
﹁
한
배
검
︹
ハ
ン
ベ
コ
ム
︺﹂
の
略

語
で
あ
る
︒
大
倧
教
で
は
︑﹁
한
︹
ハ
ン
︺﹂
は
﹁
大
﹂︑﹁
배
︹
ベ
︺﹂
は
﹁
祖
﹂︑

﹁
검
︹
コ
ム
︺﹂
は
﹁
神
﹂
を
意
味
す
る
朝
鮮
の
古
語
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒
す
な
わ

ち
﹁
한
배
검
︹
ハ
ン
ベ
コ
ム
︺﹂
と
は
︑
漢
字
で
﹁
大
祖
神
﹂
を
意
味
す
る
︒
一

九
〇
九
年
二
月
に
大
倧
教
︵
当
時
は
檀
君
教
︶
が
創
設
さ
れ
た
当
初
︑
檀
君
に

﹁
大
皇
祖
﹂
と
い
う
称
号
を
つ
け
て
﹁
檀
君
大
皇
祖
﹂
と
称
し
て
い
た
︒
し
か

し
︑
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
後
︑
こ
の
よ
う
な
称
号
は
天
皇
に
対
す
る
不
敬
に

当
た
る
と
し
て
使
用
が
困
難
と
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
朝
鮮
語
の
古
語
に
戻
す
と

い
う
形
で
︑﹁
한
배
검
︹
ハ
ン
ベ
コ
ム
︺﹂
と
い
う
名
称
が
新
た
に
採
用
さ
れ
︑
こ

れ
を
略
称
す
る
時
﹁
ハ
ン
ベ
︹
한
배
︺﹂
と
称
し
た(

)

︒
つ
ま
り
﹁
ハ
ン
ベ
様
﹂
と

33

は
﹁
檀
君
﹂
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
︒
李
東
輝
は
大
倧
教
の
信
者
で
は
な
か
っ

た
の
で
︑
こ
の
祝
辞
か
ら
︑
大
倧
教
の
檀
君
思
想
が
海
外
に
亡
命
し
た
朝
鮮
独
立

運
動
家
の
間
で
か
な
り
普
及
し
て
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
︒

ま
た
︑
第
三
面
に
は
︑
紙
面
の
真
ん
中
に
﹁
八
年
前
今
日
︵
陰
十
月
三
日
韓
國

慶
節
︶
同
濟
社
同
人
在
上
海
密
室
內
行
紀
念
典
禮
圖
﹂
と
題
し
た
大
き
な
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
本
紙
の
刊
行
時
か
ら
八
年
前
と
い
う
と
︑
一
九
一
二
年
の
こ

と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
こ
の
写
真
は
︑
一
九
一
二
年
の
陰
暦
一
〇
月
三
日
に
︑
同

済
社
の
社
人
た
ち
が
上
海
の
密
室
で
開
天
節
の
典
礼
を
秘
密
裡
に
行
っ
て
い
た
時

に
撮
影
し
た
写
真
で
あ
る
︒
特
に
こ
の
写
真
を
見
て
み
る
と
︑
密
室
の
一
方
︵
写

真
の
右
側
︶
に
﹁
開
天
上
月
初
三
日
︑
在
天
惟
上
帝
﹂︑
他
方
︵
写
真
の
左
側
︶
に

は
﹁
降
世
是
人
宗
︑
建
國
東
方
半
万
年
﹂
と
い
う
額
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の

雰
囲
気
か
ら
︑
大
倧
教
の
儀
礼
を
厳
粛
に
執
り
行
っ
て
い
る
こ
と
が
一
見
し
て
明

ら
か
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
第
四
面
の
﹁
韓
國
消
息
﹂
の
欄
で
は
︑﹁
韓
人
國
慶
紀
念
盛
況
﹂
と

い
う
見
出
し
で
﹁
舊
曆
十
月
三
日
︑
乃
韓
國
始
祖
檀
君
︑
後
世
及
建
極
之
日
︑
韓

八
二

202



人
稱
之
開
天
節
︑
且
檀
君
以
神
人
降
世
︑
神
道
設
敎
︑
韓
人
信
仰
︑
認
爲
上
帝
︑

故
世
世
相
沿
︑
爲
國
慶
紀
念
日
﹂
と
説
明
し
な
が
ら
︑
臨
政
の
要
人
た
ち
が
開
天

節
の
記
念
行
事
を
執
り
行
っ
た
様
子
を
詳
し
く
伝
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
次
の
第

五
面
に
は
﹁
韓
國
國
慶
日
︵
開
天
節
︶
韓
政
府
及
民
團
擧
行
慶
祝
典
禮
圖
︵
大
韓

民
國
二
年
陰
十
月
三
日
︶
﹂
と
題
し
た
写
真
を
大
々
的
に
掲
載
し
て
い
る
︒
さ
ら

に
︑
第
四
面
か
ら
第
五
面
に
か
け
て
﹁
留
滬
大
倧
敎
人
國
慶
紀
念
﹂
と
い
う
見
出

し
で
︑
上
海
在
住
の
大
倧
教
徒
た
ち
が
大
倧
教
の
祭
礼
儀
式
を
挙
行
し
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
四
面
に
は
﹁
六
年
前
今
日
︵
陰
十
月
三
日
韓
國
慶

節
︶
同
濟
社
︑
培
達
學
會
同
人
在
上
海
︑
寰
球
學
生
會
行
慶
祝
典
禮
圖
﹂
と
い
う

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
写
真
か
ら
も
︑
同
済
社
と
そ
の
傘
下
団
体
で

あ
っ
た
博
達
学
院
︵
こ
の
記
事
で
は
﹁
培
達
學
会
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︶
が
大
倧
教

と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

四
．
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
創
設
と
大
倧
教

一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
後
︑
民
族
独
立
運
動
の
高
揚
に
よ
っ
て
世
界
各
地

で
組
織
さ
れ
た
亡
命
政
府
が
一
つ
に
統
合
さ
れ
︑
一
九
一
九
年
四
月
上
海
に
大
韓

民
国
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
た(

)

︒
上
海
の
地
に
臨
政
が
設
立
さ
れ
た
の
も
︑
申
圭

34

植
が
中
国
の
革
命
運
動
家
と
の
連
携
の
上
に
築
い
た
朝
鮮
独
立
運
動
の
基
盤
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た(

)

︒
臨
政
が
創
設
さ
れ
た
当
初
︑
申
圭
植
は
健
康
状
態
が
悪

35

く
︑
組
閣
の
中
に
は
入
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
同
年
九
月
に
李
承
晩
が
臨
時
大

統
領
に
就
任
し
て
臨
政
が
正
式
に
運
営
を
開
始
す
る
と
︑
申
圭
植
は
法
務
部
総
長

に
就
任
し
た
︒

臨
政
創
設
期
に
お
い
て
︑
申
圭
植
は
李
承
晩
政
権
を
支
え
る
重
要
な
働
き
を
し

た
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑
李
承
晩
が
大
倧
教
の
理
念
に
賛
同
し
︑
親
近
感

を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
一
九
一
〇
年
代
に
大
倧

教
の
朝
鮮
国
内
支
部
で
あ
る
南
道
本
司
を
主
管
し
た
姜
虞
は
︑
李
承
晩
が
一
九
一

八
年
に
姜
虞
の
告
由
式
を
通
じ
て
大
倧
教
に
入
信
し
た
と
述
べ
て
い
る(

)

︒
李
承
晩

36

は
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
︵
韓
国
で
は
監
理
教
と
い
う
︶
の
洗
礼
を
受
け
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
信
者
で
あ
り
︑
臨
政
が
創
設
さ
れ
る
以
前
は
米
国
で
亡
命
生
活
を
送
っ
て
い
た

の
で
︑
姜
虞
の
証
言
は
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
関

し
て
は
︑
大
倧
教
と
い
う
宗
教
教
団
の
特
殊
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
大
倧

教
は
抗
日
独
立
運
動
の
貫
徹
を
目
的
と
す
る
非
常
に
政
治
色
の
強
い
団
体
で
あ
っ

た
︒
実
際
︑
大
倧
教
で
は
他
の
宗
教
を
信
じ
る
人
々
が
自
分
の
宗
教
を
信
仰
し
た

ま
ま
で
︑
大
倧
教
に
入
信
で
き
る
よ
う
に
し
た(

)

︒
37

李
承
晩
は
︑
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
宣
教
師
の
ア
ッ
ペ
ン
ゼ
ラ
ー
が
建
て
た
培
材
学
堂

に
一
八
九
四
年
に
入
学
し
て
近
代
学
問
を
学
び
︑
一
八
九
七
年
に
貞
洞
教
会
で
洗

礼
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
り
︑
独
立
協
会
で
万
民
共
同
会
運
動
に
関
わ
っ

た
︒
参
考
ま
で
に
言
う
と
︑
李
承
晩
と
同
じ
く
︑
培
材
学
堂
で
学
び
独
立
協
会
運

動
に
参
与
し
た
周
時
経
は
︑﹃
独
立
新
聞
﹄
国
文
版
の
編
集
に
従
事
し
て
朝
鮮
語

の
近
代
化
に
貢
献
し
た
人
物
で
あ
る
が
︑
貞
洞
教
会
で
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受

け
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
一
九
〇
九
年
に
大
倧
教
に
入
信
し
て
い
る(

)

︒
臨
政
と

38

大
倧
教
と
の
関
連
で
言
う
と
︑
臨
時
議
政
院
の
初
代
議
長
と
し
て
臨
政
の
産
婆
役

を
つ
と
め
︑
そ
の
後
︑
臨
政
の
国
務
総
理
や
大
統
領
を
つ
と
め
た
李
東
寧
︵
一
八

六
九
～
一
九
四
〇
︑
号
は
石
吾
︶
も
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
っ
た
が
︑
大
倧
教
に

入
信
し
た
︒
彼
も
独
立
協
会
に
加
入
し
て
万
民
共
同
会
運
動
に
参
与
し
た
が
︑
一

八
九
七
年
頃
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
と
な
り
︑
愛
国
啓
蒙
運
動
期
に
は
全
徳
基
牧

師
が
活
動
し
て
い
た
尚
洞
教
会
で
独
立
運
動
に
従
事
し
た
︒
そ
の
後
︑
中
国
に
亡

命
し
︑
一
九
一
三
年
頃
に
大
倧
教
に
入
信
し
て
抗
日
独
立
運
動
に
従
事
し
た(

)

︒
そ

39

の
他
に
も
臨
政
創
設
時
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
︑
朴
殷
植
・
李
始
栄
・
曺
成
煥
・
趙

琬
九
な
ど
が
大
倧
教
徒
と
し
て
活
動
し
て
い
た(

)

︒
こ
れ
と
関
連
し
て
︑
臨
政
時
代

40

の
李
承
晩
文
書
を
検
討
し
て
み
る
と
︑
一
つ
注
目
す
べ
き
事
実
が
見
出
さ
れ
る
︒

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

八
三
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李
承
晩
が
大
倧
教
の
信
徒
に
個
人
的
な
私
信
を
送
る
際
に
︑﹁
仁
兄
︵
台
鍳
︶
﹂
と

い
う
大
倧
教
内
部
で
使
わ
れ
て
い
た
用
語
を
使
用
し
て
い
る
点
で
あ
る(

)

︒
海
外
に

41

亡
命
し
た
朝
鮮
人
運
動
家
に
と
っ
て
︑
大
倧
教
は
朝
鮮
人
と
し
て
の
民
族
意
識
を

自
覚
・
覚
醒
さ
せ
て
く
れ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
李
承
晩
は
大
倧
教
に
改
宗

し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
が
︑
大
倧
教
が
掲
げ
た
抗
日
独
立
運
動
の
精
神
に
共
鳴
し

て
賛
同
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る(

)

︒
42

ま
た
朴
賛
翊
の
伝
記
に
よ
る
と
︑
李
承
晩
は
一
九
二
一
年
初
め
頃
に
上
海
の
申

園
公
園
で
大
倧
教
徒
の
申
圭
植
・
朴
賛
翊
と
義
兄
弟
を
結
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
43

こ
こ
で
朴
賛
翊
︵
一
八
八
四
～
一
九
四
九
：
号
は
南
坡
︶
の
経
歴
に
つ
い
て
簡
単
に

説
明
し
て
お
こ
う(

)

︒
朴
賛
翊
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
申
圭
植
と
義
兄
弟
の
契
り

44

を
結
び
︑
申
圭
植
の
片
腕
と
し
て
彼
の
外
交
活
動
を
支
援
し
た
大
倧
教
徒
で
あ
っ

た
︒
朴
賛
翊
は
旧
韓
末
の
愛
国
啓
蒙
運
動
に
関
与
し
︑
一
九
〇
八
年
九
月
に
組
織

さ
れ
た
工
業
研
究
会
の
会
長
に
就
任
し
た
︒
同
会
の
月
報
誌
と
し
て
﹃
工
業
界
﹄

が
刊
行
さ
れ
た
際
︑
同
会
の
賛
成
員
で
あ
っ
た
申
圭
植
が
そ
の
編
輯
部
長
を
つ
と

め
た
︒
そ
れ
以
来
︑
朴
賛
翊
は
申
圭
植
を
師
と
仰
ぎ
︑
彼
か
ら
思
想
的
な
影
響
を

大
き
く
受
け
た
︒
ま
た
︑
朴
賛
翊
は
一
九
一
〇
年
頃
に
大
倧
教
に
入
信
し
︑
そ
れ

以
降
︑
同
じ
く
大
倧
教
徒
で
あ
っ
た
申
圭
植
の
右
腕
と
し
て
︑
彼
の
教
団
活
動
及

び
独
立
運
動
を
支
え
る
活
動
を
行
っ
た
︒
朴
賛
翊
は
︑
間
島
で
中
国
士
官
学
校
を

卒
業
し
中
国
語
に
堪
能
で
︑
張
作
霖
や
張
作
相
と
の
交
渉
に
あ
た
る
な
ど
︑
東
北

軍
閥
と
の
外
交
活
動
で
活
躍
し
た
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
朴
賛
翊
は
︑﹁
中
国
人
よ

り
も
よ
り
流
暢
に
中
国
語
を
話
し
⁝
日
本
人
の
監
視
が
厳
し
い
地
域
で
も
中
国
服

を
着
て
︑
街
を
闊
歩
す
る
に
は
何
の
負
担
も
感
じ
な
か
っ
た
﹂(

)

と
さ
れ
る
︒
朴
賛

45

翊
は
︑
申
圭
植
と
共
に
李
承
晩
政
権
を
支
え
た
中
心
人
物
で
あ
り
︑
ま
た
申
圭
植

と
孫
文
と
の
会
談
が
行
わ
れ
た
際
︑
申
圭
植
を
輔
佐
す
る
副
使
を
つ
と
め
る
な
ど

臨
政
内
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
李
承
晩
と
深
い
信
頼
関
係
を
有
し
た
申
圭
植
は
︑
李
承
晩
の
立
場

や
方
針
に
忠
実
に
従
い
︑
李
承
晩
大
統
領
を
支
え
る
中
心
人
物
と
な
っ
た
︒
し
か

し
︑
臨
政
は
世
界
各
地
で
組
織
さ
れ
た
亡
命
政
府
の
寄
せ
集
め
的
な
組
織
で
あ
っ

た
た
め
に
︑
独
立
運
動
家
の
政
治
的
信
条
や
出
身
地
域
な
ど
に
よ
っ
て
草
創
期
か

ら
分
裂
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
二
一
年
二
月
に
は
李
承
晩
の
退

陣
と
臨
政
の
将
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
国
民
代
表
会
議
の
招
集
が
提
起
さ
れ
る
に

至
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
国
民
代
表
会
議
の
招
集
を
支
持
す
る
上
海
の
改
造
派

︵
政
府
組
織
を
改
編
し
て
維
持
す
る
こ
と
を
主
張
︶
と
北
京
の
創
造
派
︵
臨
政
を
解
体
し

て
新
し
い
組
織
を
創
造
す
る
こ
と
を
主
張
︶
︑
お
よ
び
こ
れ
を
反
対
・
阻
止
し
よ
う
と

す
る
政
府
擁
護
派
が
激
し
く
対
立
し
た
︒
政
府
維
持
派
は
主
に
李
承
晩
を
中
核
と

し
た
畿
湖
派
の
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
が
︑
申
圭
植
も
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
︒

ま
た
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
一
九
二
一
年
一
一
月
一
二
日
か
ら
一
九
二
二
年
二
月

六
日
ま
で
︑
米
国
の
ワ
シ
ン
ト
ン
で
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
た
︒
第
一
次
大
戦
の

間
隙
を
つ
い
て
勢
力
を
膨
張
さ
せ
た
日
本
を
牽
制
す
る
た
め
に
︑
米
国
が
軍
縮
と

太
平
洋
極
東
問
題
を
協
議
す
る
会
議
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
会
議
に
は
︑

太
平
洋
と
東
ア
ジ
ア
に
権
益
が
あ
る
日
・
英
・
米
・
仏
・
伊
・
中
国
・
オ
ラ
ン

ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
計
九
ヶ
国
が
参
加
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
臨

政
の
李
承
晩
大
統
領
は
︑
朝
鮮
の
独
立
を
列
強
に
訴
え
る
絶
好
の
機
会
と
捉
え
︑

直
接
米
国
へ
渡
っ
て
交
渉
に
臨
む
こ
と
を
試
み
た
︒

李
承
晩
大
統
領
は
︑
一
九
二
一
年
五
月
一
七
日
と
一
八
日
に
臨
政
の
議
政
院
と

国
務
院
に
対
し
て
︑
外
交
上
の
緊
急
事
態
と
財
政
の
危
機
を
理
由
に
米
国
へ
渡
航

す
る
旨
を
通
知
し
︑
法
務
総
長
の
申
圭
植
を
国
務
総
理
代
行
に
任
命
し
た
︒
こ
う

し
て
一
九
二
一
年
五
月
以
降
︑
李
承
晩
が
米
国
へ
発
っ
た
後
の
臨
政
を
申
圭
植
が

全
面
的
に
担
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
︑
臨
政
は
一
九
二
一
年

一
〇
月
に
国
務
会
議
の
議
決
を
経
て
︑
申
圭
植
を
特
使
と
し
︑
朴
賛
翊
を
副
使
︑

閔
弼
鎬
を
随
行
員
と
し
て
︑
孫
文
の
率
い
る
広
東
軍
政
府
︵
中
国
護
法
政
府
︶
に

派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
︒
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
孫
文
は
一
九
二
〇
年
に
第
二

八
四
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次
広
東
軍
政
府
を
樹
立
し
︑
翌
一
九
二
一
年
四
月
に
非
常
国
会
を
開
催
し
て
正
式

に
中
華
民
国
政
府
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
︑
大
総
統
に
就
任
し
て
い
た
の
で
あ

る
︒
こ
う
し
て
臨
政
の
代
表
者
︵
法
務
総
長
兼
国
務
総
理
代
行
︶
で
あ
る
申
圭
植
と

広
東
軍
政
府
︵
中
国
護
法
政
府
︶
の
孫
文
総
統
と
の
間
で
会
見
が
持
た
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
︒
次
節
で
は
︑
こ
の
会
談
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
︒

五
．
大
韓
民
国
臨
時
政
府
と
中
国
護
法
政
府
と
の

相
互
承
認
問
題
に
つ
い
て

孫
文
と
申
圭
植
と
の
間
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
臨
政
と
中
国
護
法
政
府
と
の
相

互
承
認
に
つ
い
て
は
︑
基
礎
史
料
と
さ
れ
て
い
る
閔
弼
鎬
著
﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄

に
関
す
る
問
題
点
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
森
悦
子
は
︑
孫
・

申
会
談
日
の
矛
盾
︑
下
関
条
約
に
対
す
る
双
方
の
見
解
の
違
い
︑
副
使
・
朴
賛
翊

に
関
す
る
記
述
が
な
い
点
な
ど
を
根
拠
に
︑﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄
の
信
憑
性
に
つ

い
て
疑
義
を
呈
し
︑
広
東
軍
政
府
の
非
常
国
会
で
朝
鮮
独
立
案
が
議
論
さ
れ
た
こ

と
は
確
か
だ
が
︑
そ
の
際
︑
韓
国
臨
時
政
府
承
認
案
が
提
議
さ
れ
な
か
っ
た
な
ど

の
理
由
か
ら
︑
両
政
府
の
相
互
承
認
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
の

理
由
と
し
て
︑
閔
弼
鎬
自
身
が
孫
・
申
両
氏
の
正
式
接
見
を
も
っ
て
中
国
護
法
政

府
が
韓
国
臨
時
政
府
を
正
式
承
認
す
る
と
早
計
し
て
し
ま
っ
た
点
︑
申
圭
植
の
広

東
訪
問
か
ら
十
数
年
た
っ
た
後
に
記
憶
を
辿
っ
て
記
さ
れ
た
回
顧
録
で
あ
る
点
︑

一
九
三
九
年
に
お
け
る
抗
日
戦
争
へ
の
対
応
な
ど
の
政
治
的
思
惑
が
介
入
し
て
い

る
点
な
ど
を
あ
げ
て
い
る(

)

︒
46

一
方
︑
韓
国
の
歴
史
学
界
で
も
︑
臨
政
と
護
法
政
府
と
の
相
互
承
認
問
題
に
関

し
て
︑
閔
弼
鎬
資
料
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
そ
の
際
︑
最
大
の
問
題
と

47

さ
れ
て
い
る
の
が
孫
・
申
会
談
日
の
日
付
で
あ
る
︒﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄
で
は
︑

孫
文
と
申
圭
植
が
会
談
を
行
っ
た
の
は
一
一
月
三
日
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
し
か

し
︑
孫
文
は
一
〇
月
一
五
日
に
広
西
に
視
察
に
出
か
け
て
お
り
︑
こ
の
時
︑
会
談

の
舞
台
で
あ
る
広
州
に
は
い
な
か
っ
た
︒
森
は
中
国
側
の
資
料
を
検
討
し
た
結

果
︑
申
圭
植
一
行
は
一
〇
月
一
〇
日
頃
に
広
東
に
到
着
し
︑
そ
れ
か
ら
一
〇
月
一

四
日
ま
で
の
間
に
孫
文
と
会
談
を
も
っ
た
と
推
測
し
て
い
る(

)

︒
こ
れ
に
対
し
て
︑

48

韓
国
の
研
究
者
の
多
く
は
︑﹃
孫
中
山
年
譜
長
編
﹄
の
記
事
に
依
拠
し
て
︑
一
〇

月
三
日
に
孫
・
申
会
談
が
行
わ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る(

)

︒
例
え
ば
︑
当
時
の
広
州

49

に
お
け
る
韓
・
中
運
動
家
の
動
向
を
詳
細
に
検
証
し
た
韓
詩
俊
は
︑
中
国
側
の
資

料
を
照
合
さ
せ
な
が
ら
︑
孫
・
申
会
談
は
一
〇
月
三
日
と
一
〇
月
八
日
の
二
回
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
︑
さ
ら
に
﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄
で
一
一
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た

と
記
さ
れ
て
い
る
北
伐
誓
師
典
礼
式
に
つ
い
て
も
︑
実
際
は
一
〇
月
一
〇
日
に
行

わ
れ
た
と
推
定
し
た
︒
以
下
で
は
︑
中
国
側
資
料
に
よ
っ
て
﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄

の
日
付
等
を
修
正
し
た
韓
詩
俊
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
︑
孫
・
申
会
談
の
概
要

に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
︒

一
九
二
一
年
九
月
︑
申
圭
植
は
特
使
と
し
て
護
法
政
府
を
訪
問
す
る
た
め
に
︑

朴
賛
翊
を
副
使
︑
閔
弼
鎬
を
随
行
員
と
す
る
一
〇
数
名
と
共
に
︑
護
法
政
府
に
伝

え
る
国
書
を
持
っ
て
上
海
を
出
発
し
た
︒
申
圭
植
は
香
港
を
経
由
し
て
唐
継
堯
と

会
っ
た
後
︑
広
州
へ
向
か
っ
た
︒
広
州
に
到
着
し
た
の
は
九
月
二
九
日
頃
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
広
州
に
到
着
し
た
申
圭
植
は
︑
非
常
総
統
府
を
訪
れ
︑
大
本

営
総
参
議
の
胡
漢
民
を
は
じ
め
︑
徐
謙
︵
大
理
院
院
長
︶
︑
呂
志
伊
︵
内
務
部
次

長
︶
︑
伍
廷
芳
︵
外
交
部
長
︶
︑
伍
朝
樞
︵
外
交
部
次
長
︶
︑
謝
持
︵
総
統
府
秘
書
長
︶
︑

廖
仲
愷
︵
財
政
部
長
︶
︑
林
森
︵
参
議
院
院
長
︶
︑
郭
泰
祺
︵
総
統
府
宣
伝
局
長
︶
︑
程

潜
︵
軍
政
部
次
長
︶
と
い
っ
た
護
法
政
府
の
主
要
人
士
と
面
会
し
た
︒
こ
れ
に
続

き
︑
申
圭
植
は
孫
文
総
統
を
訪
問
し
て
会
談
を
行
っ
た
︒
当
時
︑
総
統
の
官
邸
は

観
音
山
に
あ
っ
た
︒
申
圭
植
は
一
〇
月
三
日
に
胡
漢
民
の
案
内
で
孫
文
を
訪
問

し
︑
二
時
間
に
わ
た
る
会
談
を
行
い
︑
こ
の
席
で
孫
文
に
対
し
︑
臨
時
政
府
の
承

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

八
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認
を
求
め
る
五
項
目
か
ら
な
る
要
請
書
を
提
出
し
た(

)

︒
50

第
一
条
︑
大
韓
民
国
臨
時
政
府
は
護
法
政
府
を
大
中
華
民
国
正
統
政
府
と
し
て
承

認
す
る
︒

第
二
条
︑
大
中
華
民
国
護
法
政
府
が
大
韓
民
国
臨
時
政
府
を
承
認
す
る
こ
と
を
要

請
す
る
︒

第
三
条
︑
韓
国
学
生
の
中
華
民
国
軍
官
学
校
へ
の
収
容
を
許
可
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
︒

第
四
条
︑
借
款
五
百
万
元
を
要
請
す
る
︒

第
五
条
︑
租
借
地
帯
を
許
可
し
︑
韓
国
独
立
軍
の
養
成
を
支
援
す
る
こ
と
を
要
請

す
る(

)

︒
51

こ
れ
に
対
し
て
孫
文
は
︑
第
四
条
と
第
五
条
に
関
し
て
は
北
伐
が
成
功
し
て
か

ら
の
話
で
あ
る
と
し
て
断
っ
た
も
の
の
︑
第
一
条
か
ら
第
三
条
に
対
し
て
は
承
認

し
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
際
︑
臨
政
代
表
者
が
広
東
に
常
駐
し
て
︑
両
政
府
の
緊
密

な
連
絡
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
︒
こ
う
し
て
︑
申
圭
植
の
補
佐
役
と

し
て
臨
政
の
外
務
部
外
事
局
長
を
つ
と
め
て
い
た
朴
賛
翊
が
臨
政
代
表
に
任
命
さ

れ
︑
広
東
に
常
駐
し
な
が
ら
護
法
政
府
と
の
連
絡
・
外
交
業
務
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た(

)

︒
52

そ
の
後
︑
申
圭
植
は
孫
文
に
も
う
一
度
会
っ
た
︒
一
〇
月
八
日
は
孫
文
が
提
出

し
た
北
伐
案
に
つ
い
て
非
常
国
会
が
緊
急
会
議
を
開
き
通
過
さ
せ
た
日
で
︑
こ
の

日
に
孫
文
は
申
圭
植
を
臨
政
の
特
使
と
し
て
正
式
に
接
見
し
た
︒﹃
民
国
大
事
日

誌
﹄
の
一
九
二
一
年
一
〇
月
八
日
号
に
︑﹁
孫
大
大
統
領
が
正
式
に
接
見
︑
韓
国

臨
時
政
府
特
使
申
圭
植
﹂
と
記
録
さ
れ
て
い
る(

)

︒
そ
の
後
︑
申
圭
植
は
一
〇
月
一

53

〇
日
に
東
較
場
で
開
催
さ
れ
た
辛
亥
革
命
一
〇
周
年
記
念
式
典
に
出
席
し
た(

)

︒
54

以
上
が
孫
・
申
会
談
の
概
要
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
会
談
で
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
は
︑
両
政
府
の
相
互
承
認
が
正
式
に
成
立
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
︒
こ
れ
に

関
し
て
は
︑
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
閔
弼
鎬
が
孫
・
申
会
談
の
内
容
を
過
大
評
価

し
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
︒
孫
文
と
の
会
談
を
終
え
た
後
︑
申
圭
植

は
帰
途
の
車
中
で
閔
弼
鎬
に
向
か
っ
て
︑﹁
此
次
蒙
孫
大
總
統
正
式
接
見
︑
雖
屬

一
種
儀
式
︑
然
其
中
意
義
︑
至
爲
重
大
︑
自
臨
時
政
府
成
立
以
來
︑
此
可
謂
最
値

得
紀
念
一
大
事
﹂
と
述
べ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
閔
弼
鎬
は
﹁
公
言
極
是
︑
此
次

中
國
護
法
政
府
正
式
承
認
我
國
臨
時
政
府
︑
足
證
孫
大
總
統
目
光
遠
大
︑
正
義
感

强
烈
︑
實
令
人
敬
佩
︑
至
於
非
常
國
會
對
於
餘
等
之
熱
烈
同
情
︑
尤
不
易
得
﹂
と

答
え
て
い
る
︵
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︶(

)︒
つ
ま
り
︑
申
圭
植
が
﹁
一
種
の
儀
式
﹂
で

55

あ
っ
た
と
捉
え
た
の
に
対
し
て
︑
閔
弼
鎬
は
会
談
が
持
た
れ
た
こ
と
自
体
で
﹁
正

式
承
認
﹂
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
閔
弼
鎬
は
︑
会
談
で
提
示

し
た
五
箇
条
に
つ
い
て
︑
孫
文
が
﹁
關
於
第
二
條
承
認
韓
國
臨
時
政
府
一
節
︑
原

則
上
毫
無
問
題
︑
對
於
流
亡
中
國
而
繼
續
艱
苦
奮
闘
之
貴
臨
時
政
府
︑
我
護
法
政

府
自
應
豫
以
深
切
同
情
︑
而
加
以
承
認
︑
實
則
我
護
法
政
府
迄
今
亦
尙
未
得
他
國

之
承
認
也
﹂(

)

と
述
べ
た
と
記
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
後
行
わ
れ
た
辛
亥
革
命

56

一
〇
周
年
記
念
式
典
に
関
し
て
︑﹁
孫
大
總
統
擬
於
本
月
十
八
日
上
午
九
時
︑
在

東
較
場
擧
行
北
伐
誓
師
典
禮
︑
同
時
正
式
接
見
閣
下
︑
務
祈
屈
時
賀
臨
︑
又
承
認

韓
國
臨
時
政
府
一
事
︑
參
衆
兩
院
議
員
大
多
熱
烈
贊
同
︑
開
國
會
時
︑
通
過
一

節
︑
絕
無
問
題
﹂(

)

と
記
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
韓
国
臨
時
政
府
の
承
認
が
非
常
国

57

会
で
通
過
し
た
と
し
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
﹁
臨
政
の
正
式
承
認
﹂
が
行
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
く
︑﹁
朝
鮮
の
独
立
﹂
が
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た(

)

︒
す
な
わ
ち
︑

58

会
談
の
中
で
孫
文
が
申
圭
植
の
提
案
に
賛
同
し
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
︑
た
だ
し
両
政
府
間
の
相
互
承
認
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
こ
れ
に
対
し
て
韓
国
の
歴
史
学
界
で
は
︑﹁
相
互
承
認
の
問
題
は
形
式
上
︑

両
国
家
の
議
会
承
認
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
双
方
と
も
こ
れ
を

怠
っ
た
と
い
う
限
界
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
は
相
互
承
認
を
達
成
し
た
と
言
っ

八
六

206



て
も
過
言
で
は
な
い
﹂(

)

︑﹁
相
互
承
認
問
題
は
︑
国
際
法
上
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
の

59

手
続
き
や
形
式
に
問
題
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
臨
時
政
府
と
し
て
は
︑
護
法
政
府
か

ら
﹃
事
実
上
の
承
認
﹄
を
獲
得
し
た
大
き
な
外
交
的
成
果
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

よ
う
が
な
い
﹂(

)

と
い
う
よ
う
に
︑﹁
事
実
上
﹂
の
承
認
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の

60

が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
︒

両
政
府
間
の
相
互
承
認
問
題
は
さ
て
お
い
て
︑
申
圭
植
の
広
東
訪
問
に
よ
っ

て
︑
臨
政
と
護
法
政
府
と
の
紐
帯
が
い
っ
そ
う
深
ま
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒

臨
政
は
上
海
に
本
部
を
置
い
て
活
動
し
な
が
ら
も
︑
中
国
各
地
に
活
動
基
盤
を
設

け
て
い
っ
た
︒
そ
の
方
法
の
一
つ
が
︑
中
国
の
主
要
都
市
に
韓
中
両
国
の
人
士
が

参
与
す
る
中
韓
互
助
会
を
結
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
臨
政
の
特
使
派
遣
に
先

だ
っ
て
広
州
で
朝
鮮
と
中
国
の
人
士
た
ち
が
︑
一
九
二
一
年
九
月
に
中
韓
協
会
を

組
織
し
た
の
で
あ
る
︒
中
国
側
の
人
士
は
大
部
分
︑
非
常
国
会
の
議
員
た
ち
で
あ

り
︑
朝
鮮
側
に
は
金
檀
庭
と
李
愚
泯
ら
臨
政
の
宣
伝
員
が
含
ま
れ
て
い
た(

)

︒
こ
れ

61

と
連
動
す
る
形
で
︑
申
圭
植
は
孫
文
に
五
箇
条
の
要
請
の
他
に
別
の
要
求
を
し

た
︒
一
九
二
一
年
一
一
月
に
開
催
予
定
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
対
し
て
︑
中
韓
共

同
で
対
応
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
だ
っ
た(

)

︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
臨
政
は
ワ
シ

62

ン
ト
ン
会
議
に
李
承
晩
臨
時
大
統
領
を
派
遣
す
る
計
画
だ
っ
た
が
︑
こ
の
会
議
に

は
中
国
も
正
式
な
参
加
国
と
し
て
招
聘
さ
れ
て
お
り
︑
日
本
に
よ
る
被
圧
迫
国
と

い
う
同
じ
立
場
か
ら
︑
中
国
の
代
表
者
に
朝
鮮
の
独
立
問
題
を
訴
え
て
も
ら
お
う

と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
孫
文
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
が
持
つ
限
界
を

指
摘
し
つ
つ
も
︑
護
法
政
府
代
表
に
訓
令
を
下
し
︑
臨
時
政
府
の
代
表
と
協
力
す

る
よ
う
に
命
じ
た
と
さ
れ
る(

)

︒
63

こ
れ
に
関
し
て
︑
申
圭
植
は
孫
文
と
の
会
談
の
前
に
︑
中
国
の
新
聞
紙
上
で
中

国
に
朝
鮮
独
立
案
を
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
通
告
を
発
表

し
て
い
る(

)

︒
さ
ら
に
︑
日
本
側
の
記
録
に
よ
る
と
︑
一
〇
月
二
二
日
に
﹁
中
韓
協

64

会
員
︵
支
那
側
葉
夏
聲
外
五
名
︑
韓
人
側
申
圭
植
以
下
八
名
︶
は
広
州
市
議
員
招
待
所

に
て
秘
密
会
議
を
開
き
朝
鮮
独
立
に
関
し
て
今
後
採
る
べ
き
手
段
方
法
及
対
日
政

策
に
付
数
時
間
討
議
し
⁝
朝
鮮
人
は
独
立
準
備
に
必
要
な
る
物
質
的
資
力
に
乏
し

き
を
以
て
相
当
基
礎
の
固
ま
る
迄
支
那
会
員
よ
り
費
用
の
補
助
を
受
く
る
こ
と
﹂

な
ど
が
決
議
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る(

)

︒
ま
た
︑﹃
民
国
日
報
﹄
一
九
二
一
年

65

一
二
月
五
日
付
に
﹁
国
会
中
朝
鮮
独
立
提
案
﹂
と
題
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
︑
非

常
国
会
で
朝
鮮
独
立
案
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
は
﹁
太
平

洋
会
議
︹
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
を
指
す
︺
は
す
で
に
開
幕
し
た
が
︑
⁝
こ
の
チ
ャ
ン

ス
に
乗
じ
て
︑
こ
の
案
︹
朝
鮮
独
立
案
︺
を
大
会
が
議
決
し
︑
韓
国
は
も
と
よ
り

独
立
国
で
あ
り
︑
日
本
に
不
法
に
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
全
国
に
電
報
を
打
っ
て
知

ら
せ
︑
並
び
に
た
だ
ち
に
太
平
洋
会
議
に
電
報
で
通
達
し
て
我
が
国
の
外
交
隠
忍

の
恥
を
雪
い
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
⁝
血
統
が
つ
な
が
っ
て
い
る
我
が
中
国
が

一
言
も
言
わ
ず
に
黙
っ
て
お
れ
よ
う
か
﹂(

)

と
訴
え
た
︒

66

ま
た
︑
両
政
府
間
の
正
式
な
相
互
承
認
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
︑
孫
文
自

身
︑
申
圭
植
の
要
請
を
あ
る
程
度
受
け
入
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
︒
例
え

ば
︑
上
記
の
約
款
の
第
三
条
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
朝
鮮
の
青
年
た
ち
が
中

国
の
軍
官
学
校
へ
実
際
に
入
学
し
て
い
っ
た
︒
申
圭
植
は
自
身
が
武
官
学
校
出
身

の
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
軍
事
教
育
を
重
視
し
︑
朝
鮮
人
青
年
を
中
国
の

軍
事
学
校
へ
送
る
こ
と
を
重
視
し
た
︒
一
例
を
あ
げ
る
と
︑
一
九
二
一
年
に
孫
・

申
会
談
が
行
わ
れ
た
前
の
こ
と
に
な
る
が
︑
申
圭
植
は
孫
文
を
通
じ
て
雲
南
講
武

堂
︵
軍
官
学
校
︶
に
朝
鮮
人
学
生
を
入
学
さ
せ
る
よ
う
に
︑
雲
南
省
督
軍
で
あ
っ

た
唐
継
堯
に
依
頼
し
た
︒
朝
鮮
人
の
置
か
れ
た
立
場
に
同
情
し
た
唐
継
堯
は
︑
一

九
一
六
年
秋
に
四
人
の
朝
鮮
人
青
年
を
雲
南
講
武
堂
へ
入
学
さ
せ
た
︒
そ
の
中
の

一
人
に
李
範
奭
が
い
た(

)

︒
李
範
奭
は
騎
兵
科
に
入
っ
て
一
九
一
九
年
に
同
課
程
を

67

修
了
し
た
︒
そ
の
後
︑
申
圭
植
と
孫
文
の
間
で
書
信
を
運
ぶ
伝
達
係
を
担
当
し

た(

)

︒
こ
の
よ
う
な
前
例
に
鑑
み
て
︑
申
圭
植
は
臨
政
代
表
者
の
立
場
か
ら
中
国
護

68法
政
府
の
代
表
で
あ
る
孫
文
に
︑
朝
鮮
人
学
生
の
中
国
軍
官
学
校
へ
の
入
学
を
正

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に
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式
に
許
可
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
閔
弼
鎬

の
﹃
伝
記
﹄
に
よ
る
と
︑
申
圭
植
は
保
定
軍
官
学
校
・
天
津
軍
需
学
校
・
南
京
海

軍
学
校
・
呉
淞
商
船
学
校
・
湖
北
講
武
堂
・
雲
南
軍
官
学
校
︵
雲
南
講
武
堂
︶
・
杭

州
体
育
学
校
な
ど
の
軍
事
学
校
に
朝
鮮
人
学
生
を
入
学
さ
せ
︑
約
一
〇
年
間
に
一

〇
〇
名
程
度
の
卒
業
生
を
輩
出
し
た
と
述
べ
て
い
る
︵﹃
伝
記
﹄
一
三
〇
～
一
頁
︶
︒

ち
な
み
に
︑
雲
南
講
武
堂
で
訓
練
を
受
け
た
李
範
奭
は
︑
一
九
四
〇
年
に
重
慶
で

組
織
さ
れ
た
光
復
軍
の
参
謀
長
を
つ
と
め
︑
太
平
洋
戦
争
末
期
に
お
け
る
朝
鮮
独

立
軍
の
中
心
人
物
と
な
っ
た(

)

︒
申
圭
植
の
紹
介
に
よ
っ
て
中
国
の
軍
事
学
校
に
入

69

学
し
て
専
門
的
な
軍
事
教
育
を
受
け
た
朝
鮮
人
青
年
た
ち
は
︑
こ
の
よ
う
に
抗
日

戦
争
期
の
中
国
に
お
い
て
朝
鮮
独
立
軍
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
指
導
者
と
し
て

育
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て
：
申
圭
植
の
死
去
と
後
孫
に
よ
る

抗
日
独
立
運
動
の
展
開

こ
の
よ
う
な
申
圭
植
の
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
臨
政
を
め
ぐ
る
状
況
は
悪
化
し

て
い
っ
た
︒
申
圭
植
は
孫
文
と
の
会
談
を
終
え
た
後
︑
同
年
︵
一
九
二
一
年
︶
一

二
月
二
五
日
に
広
東
の
地
を
離
れ
帰
途
に
就
い
た
︒
一
方
︑
一
九
二
二
年
二
月
に

終
了
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
は
︑
李
承
晩
や
臨
政
擁
護
派
の
期
待
に
反
し
︑
何
の

成
果
も
得
ら
れ
ず
に
終
了
し
た
︒
こ
れ
ま
で
国
民
代
表
会
議
の
召
集
に
反
対
し
︑

す
べ
て
の
努
力
を
外
交
活
動
に
集
中
さ
せ
て
き
た
申
圭
植
内
閣
の
責
任
を
問
う
結

果
を
も
た
ら
し
た
︒
そ
し
て
第
一
〇
回
臨
時
議
政
院
会
議
に
お
い
て
︑
国
民
代
表

会
議
の
開
催
が
正
式
に
決
定
さ
れ
︑
李
承
晩
大
統
領
に
対
す
る
不
信
任
案
決
議
が

出
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
申
圭
植
国
務
総
理
代
行
が
辞
任
し
︑
一
九
二
二
年
三

月
以
降
︑
臨
政
は
事
実
上
︑
制
御
不
能
な
状
態
に
陥
っ
た
︒
こ
の
状
況
を
悲
観
し

た
申
圭
植
は
︑
心
臓
病
と
神
経
衰
弱
で
病
床
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
︒
申
圭
植
を
失

望
さ
せ
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
︑
陳
炯
明
の
恵
州
反
乱
で
あ
っ
た
︒
そ
の
年
の
六

月
に
広
東
軍
政
府
樹
立
の
決
定
的
な
力
と
な
っ
た
広
東
軍
閥
の
陳
炯
明
が
孫
文
に

反
旗
を
翻
し
た
︒
幸
い
な
こ
と
に
︑
孫
文
は
危
機
を
脱
し
て
上
海
へ
移
動
し
た
︒

こ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
申
圭
植
は
深
い
憂
い
に
沈
ん
だ
︒
病
状
が
悪
化
し
て
病

院
に
入
院
し
た
申
圭
植
は
︑
自
分
の
病
が
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
判
断

す
る
と
︑﹁
私
は
何
の
罪
も
無
い
︒
私
は
何
の
罪
も
無
い
︒
そ
れ
じ
ゃ
︑
後
を
よ

ろ
し
く
頼
む
︒
友
人
た
ち
よ
︒
⁝
私
は
も
う
行
く
︒
皆
よ
︑
臨
時
政
府
を
よ
く
守

り
︑
三
千
万
同
胞
の
た
め
に
尽
力
し
て
く
れ
︒
私
は
も
う
行
く
︒
⁝
私
は
何
の
罪

も
無
い
﹂
と
語
り
︑
そ
れ
以
後
︑
何
も
語
ら
ず
︑
絶
食
し
︑
薬
餌
も
と
ら
な
い
と

い
う
﹁
不
言
・
不
薬
・
不
食
﹂
の
状
態
に
入
っ
て
い
っ
た
︒
ど
ん
な
に
衰
弱
し
て

も
飲
食
を
一
切
拒
絶
し
︑
同
志
た
ち
が
肛
門
か
ら
注
射
で
牛
乳
や
卵
な
ど
の
栄
養

食
を
補
給
し
よ
う
と
し
て
も
頑
固
と
し
て
拒
否
し
︑
二
五
日
の
あ
い
だ
何
も
語
ら

ず
目
を
閉
じ
て
横
た
わ
っ
た
ま
ま
で
過
ご
し
た
末
︑
一
九
二
二
年
九
月
二
五
日

︵
陰
暦
八
月
五
日
︶
に
﹁
政
府
︑
政
府
︹
を
守
れ
︺﹂
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
︑
享

年
四
五
才
の
短
い
生
涯
を
終
え
た
︵﹃
伝
記
﹄
一
四
三
～
四
頁
︶
︒

申
圭
植
の
遺
骸
は
︑
孫
文
・
李
始
栄
・
李
東
寧
な
ど
朝
鮮
や
中
国
の
革
命
志
士

一
〇
〇
〇
名
が
哀
悼
す
る
中
で
︑
上
海
フ
ラ
ン
ス
租
界
虹
橋
万
国
公
園
︵
現
在
の

上
海
虹
橋
路
に
あ
る
万
国
公
墓
宋
慶
齢
陵
︶
に
埋
葬
さ
れ
た
︒﹃
独
立
新
聞
﹄
は
そ
の

葬
儀
の
様
子
を
詳
し
く
伝
え(

)

︑
全
三
段
に
わ
た
っ
て
﹁
故
睨
観
申
圭
植
先
生
肖

70

像
﹂
を
掲
載
し
︑
彼
の
略
歴
を
紹
介
し
な
が
ら
そ
の
死
を
弔
っ
た(

)

︒
ま
た
︑
申
圭

71

植
の
死
は
朝
鮮
国
内
の
新
聞
で
も
報
道
さ
れ
︑
申
圭
植
の
死
を
﹁
民
族
的
大
損

失
﹂
で
あ
る
と
し
︑
独
立
運
動
に
対
す
る
貢
献
が
讃
え
ら
れ
た(

)

︒
大
倧
教
側
は
申

72

圭
植
の
臨
終
に
際
し
て
﹁
正
教
加
大
兄
﹂
に
昇
秩
し
た
︵﹃
六
十
年
史
﹄
八
二
〇
～

二
頁
︶
︒
解
放
後
︑
大
韓
民
国
政
府
は
申
圭
植
の
功
勲
を
称
え
る
た
め
に
︑
一
九

六
二
年
に
建
国
功
労
勲
章
大
統
領
章
︵
勲
二
等
︶
を
死
後
叙
勲
し
た
︒
一
九
九
三

年
八
月
に
中
国
上
海
に
あ
っ
た
申
圭
植
の
遺
骸
を
韓
国
へ
移
葬
し
︑
国
立
ソ
ウ
ル

八
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顕
忠
院
臨
時
政
府
要
人
墓
域
第
八
号
に
安
置
し
た
︒

朝
鮮
民
族
独
立
運
動
に
及
ぼ
し
た
申
圭
植
の
影
響
を
考
え
る
際
に
注
目
し
た
い

の
は
︑
申
圭
植
の
死
後
︑
彼
の
遺
族
と
独
立
運
動
家
の
家
族
が
婚
姻
を
通
じ
て
姻

戚
関
係
と
な
り
︑
そ
の
後
の
民
族
独
立
運
動
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た

点
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
申
圭
植
の
末
弟
の
申
東
植
は
臨
政
の
聯
通
制
で
活
動
し
た

が
︑
一
九
三
八
年
に
彼
の
長
男
の
申
俊
浩
を
申
圭
植
の
息
子
と
し
て
養
子
に
送

り
︑
申
圭
植
の
家
系
が
絶
え
な
い
よ
う
に
し
た
︒
ま
た
︑
博
達
学
院
で
学
び
申
圭

植
の
弟
子
と
な
っ
た
尹
潽
善
︵
一
八
九
七
～
一
九
九
〇
︑
号
は
海
葦
︶(

)

の
二
番
目
の

73

娘
・
尹
完
姫
と
申
俊
浩
が
一
九
四
〇
年
に
結
婚
し
て
︑
尹
潽
善
一
家
と
申
圭
植
一

家
は
姻
戚
関
係
と
な
っ
た
︒
解
放
後
︑
尹
潽
善
は
一
九
六
〇
年
の
四
・
一
九
革
命

で
李
承
晩
が
下
野
し
た
後
︑
大
韓
民
国
第
四
代
大
統
領
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な

る
︒と

り
わ
け
申
圭
植
の
遺
志
は
︑
義
弟
︵
仁
義
の
契
り
を
交
わ
し
た
弟
︶
で
あ
る
朴

賛
翊
と
実
弟
︵
血
縁
上
の
実
弟
︶
の
申
健
植
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
︒
申
圭
植

の
死
後
︑
朴
賛
翊
は
申
圭
植
の
人
脈
関
係
を
引
き
継
い
で
︑
臨
政
の
対
中
外
交
を

一
手
に
引
き
受
け
た
︒
彼
は
一
九
二
九
年
頃
か
ら
南
京
に
首
都
を
定
め
た
国
民
政

府
と
本
格
的
な
関
係
を
持
ち
始
め
た
︒
一
九
三
〇
年
に
彼
は
中
国
国
民
党
に
入
党

し
た
︒
中
国
国
民
党
の
幹
部
で
あ
っ
た
陳
果
夫
の
紹
介
を
受
け
て
︑
彼
は
中
国
国

民
党
国
際
部
宣
伝
課
で
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た(

)

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
彼
は
臨
政
と

74

中
国
国
民
党
と
の
連
結
点
と
な
っ
た
︒
当
時
︑
中
国
国
民
党
と
交
渉
を
引
き
受
け

た
の
は
︑
朴
賛
翊
を
は
じ
め
︑
安
恭
根
︑
嚴
恒
燮
な
ど
三
人
で
あ
っ
た
︒
金
九
ら

一
行
が
日
本
の
追
跡
を
か
わ
し
な
が
ら
江
蘇
省
嘉
興
に
潜
伏
し
た
り
︑
臨
政
が
杭

州
に
拠
点
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
り
し
た
の
も
︑
朴
賛
翊
の
中
国
外
交
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
︒
一
九
三
三
年
に
朴
賛
翊
は
︑
金
九
と
蔣
介
石
の
二
人
の
巨
頭
の
会

談
を
成
就
さ
せ
た
︒
こ
の
会
談
を
通
じ
て
︑
中
国
国
民
党
は
朝
鮮
の
抗
日
青
年
を

中
国
軍
官
学
校
で
育
成
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
︒
翌
年
に
は
︑
河
南
省
に
あ
る
洛

陽
軍
官
学
校
に
韓
人
特
別
班
を
設
置
し
︑
韓
人
青
年
た
ち
を
初
級
将
校
と
し
て
育

成
す
る
事
業
を
始
め
た
︒
一
九
三
七
年
日
中
戦
争
勃
発
以
後
は
︑
金
九
主
席
を
補

佐
し
な
が
ら
︑
臨
政
の
幹
部
と
し
て
中
国
と
の
外
交
交
渉
を
続
け
た
︒
一
九
四
〇

年
に
臨
政
が
重
慶
へ
移
転
し
た
際
︑
彼
が
中
国
の
国
民
政
府
と
交
渉
し
た
結
果
︑

一
九
四
〇
年
九
月
一
七
日
に
臨
政
が
国
軍
と
し
て
韓
国
光
復
軍
を
創
設
す
る
ま
で

に
至
っ
た
︒
翌
月
に
国
務
委
員
と
し
て
臨
政
の
法
務
部
長
と
な
っ
た
朴
賛
翊
は
︑

中
国
国
民
党
の
幹
部
で
あ
る
朱
家
驊
と
交
渉
し
︑
韓
人
青
年
た
ち
を
募
集
す
る
徴

募
処
組
織
活
動
費
一
〇
万
元
の
支
援
を
受
け
た
︒
一
九
四
三
年
二
月
に
も
朴
賛
翊

は
趙
素
昴
︑
金
奎
植
と
共
に
交
渉
代
表
を
つ
と
め
︑
一
九
四
四
年
六
月
に
金
九
と

蔣
介
石
の
秘
密
会
談
を
成
就
さ
せ
た
︒
そ
の
結
果
︑
五
〇
〇
万
元
借
款
と
毎
月
の

活
動
費
と
し
て
百
万
元
の
支
援
を
決
定
さ
せ
た
︒
重
慶
時
代
に
彼
は
韓
国
独
立
党

の
中
央
執
行
委
員
と
な
り
︑
臨
政
で
は
法
務
部
長
を
つ
と
め
た
︒
一
九
四
三
年
九

月
に
三
番
目
の
息
子
の
朴
英
俊
が
臨
政
の
財
務
部
理
財
課
長
を
つ
と
め
た
︒
光
復

後
︑
朴
賛
翊
は
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
駐
華
韓
僑
宣
撫
団
を
結
成
し
︑
そ
の
団
長

と
し
て
朝
鮮
人
同
胞
た
ち
の
帰
国
を
支
援
し
た(

)

︒
75

一
方
︑
申
圭
植
の
実
兄
で
あ
る
申
健
植
は
︑
杭
州
省
立
の
医
薬
専
門
学
校
で
学

び
︑
一
九
二
一
年
に
卒
業
し
た
︒
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
に
際
し
て
︑
南
京
陸

軍
医
院
で
軍
医
を
務
め
た
︒
日
中
戦
争
の
渦
中
で
臨
政
が
重
慶
へ
移
動
す
る
と
︑

臨
政
の
財
務
部
次
長
を
長
年
つ
と
め
た
︒
朴
賛
翊
と
申
健
植
は
︑
互
い
の
子
供
の

婚
姻
を
通
じ
て
姻
戚
関
係
と
な
っ
た
︒
朴
賛
翊
の
息
子
の
朴
英
俊
は
︑
申
健
植
の

一
人
娘
の
申
順
浩
と
結
婚
し
︑
夫
妻
で
独
立
運
動
に
投
身
し
て
い
っ
た
︒
彼
ら

は
︑
申
圭
植
が
信
じ
た
大
倧
教
の
信
仰
心
に
よ
っ
て
固
く
結
び
付
い
て
い
た
︒
こ

れ
に
関
し
て
︑
朴
英
俊
は
回
顧
談
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

父
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
家
族
が
満
州
に
亡
命
し
た
後
︑
私
が
生
ま
れ
た
頃
に

は
︑﹁
大
倧
教
＝
独
立
運
動
﹂
と
い
う
等
式
が
成
立
し
て
い
た
時
節
で
あ
っ
た
︒

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

八
九
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⁝
私
は
物
心
の
つ
か
な
い
幼
い
時
節
か
ら
家
族
た
ち
と
と
も
に
国
祖
で
あ
る
檀

君
を
祀
る
信
仰
活
動
を
し
た
︒﹁
弘
益
人
間
﹂
と
い
う
大
倧
教
の
根
本
理
念
を

正
確
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
︑
我
々
の
家
族
だ
け
で
は
な
く
大
部
分
の
独
立

運
動
家
の
家
族
が
信
じ
て
従
う
の
を
見
て
︑
非
常
に
良
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

考
え
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
満
州
を
離
れ
て
中
原
で
学
校
に
通
っ

て
︑
ま
た
光
復
軍
に
い
な
が
ら
も
︑
日
帝
に
対
す
る
抵
抗
意
識
と
祖
国
独
立
の

強
い
意
志
の
後
に
は
常
に
大
倧
教
の
思
想
が
私
に
つ
い
て
回
っ
た
︒
そ
れ
は
涸

れ
る
こ
と
の
な
い
湧
き
水
の
よ
う
に
︑
外
勢
に
対
す
る
闘
争
の
源
泉
と
な
っ

た
︒
馴
染
み
の
な
い
外
国
の
宗
教
よ
り
も
︑
我
が
民
族
の
情
緒
と
同
族
愛
の
根

本
と
な
る
我
が
民
族
の
宗
教
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る(

)

︒
76

以
上
の
よ
う
な
記
録
を
通
じ
て
︑
申
圭
植
が
孫
文
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
革
命

家
た
ち
と
の
間
で
築
い
た
連
帯
関
係
が
︑
そ
の
後
︑
蔣
介
石
が
率
い
る
中
国
国
民

党
と
臨
政
と
の
連
携
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
九
二
〇
年

代
後
半
以
降
︑
臨
政
は
事
実
上
︑
有
名
無
実
化
し
て
い
た
が
︑
一
九
三
〇
年
代
に

入
っ
て
そ
の
活
動
を
に
わ
か
に
盛
り
返
し
て
い
っ
た
の
も
︑
中
国
国
民
党
の
支
援

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
際
︑
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
臨
政
要
員
の
多
く
が

大
倧
教
徒
で
あ
り
︑
彼
ら
の
信
じ
た
大
倧
教
信
仰
が
臨
政
を
最
後
ま
で
維
持
し
続

け
る
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
た
点
で
あ
る
︒
従
来
の
先
行
研
究
で
は
︑
臨
政
に
及

ぼ
し
た
大
倧
教
の
影
響
に
関
し
て
看
過
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒
大
倧
教
は
抗
日

独
立
運
動
を
目
的
と
す
る
秘
密
結
社
的
な
団
体
で
あ
り
︑
大
倧
教
徒
間
の
連
絡
・

交
流
は
偽
名
や
暗
号
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く
︑
そ
の
活
動
実
態
を
把
握
す
る

こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
の
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
臨
政

と
中
国
国
民
党
と
の
連
携
は
︑
朝
鮮
近
代
史
と
中
国
近
代
史
の
両
分
野
に
ま
た
が

る
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
︒
今
後
︑
臨
政
と
中
国
国
民
党
を
媒
介
・
連
結
し
た

大
倧
教
徒
に
関
し
て
︑
中
国
側
資
料
に
よ
る
検
証
を
行
い
な
が
ら
︑
よ
り
深
層
的

な
研
究
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

注(

)
大
倧
教
の
教
団
史
に
つ
い
て
は
︑
大
倧
教
倧
経
倧
史
編
修
委
員
会
編
﹃
大
倧
教
重
光
六

1

十
年
史
﹄︵
大
倧
教
総
本
司
︑
一
九
七
一
年
︶
を
参
照
︒
本
書
を
引
用
す
る
際
は
﹃
六
十

年
史
﹄
と
略
記
し
︑
頁
数
の
み
を
記
す
︒

(

)
羅
喆
に
よ
る
檀
君
教
の
創
設
と
大
倧
教
へ
の
教
名
改
称
に
つ
い
て
は
︑
佐
々
充
昭
﹃
朝

2

鮮
近
代
に
お
け
る
大
倧
教
の
創
設
：
檀
君
教
の
復
興
と
羅
喆
の
生
涯
﹄︵
明
石
書
店
︑
二

〇
二
一
年
︶
を
参
照
︒

(

)
最
近
の
研
究
と
し
て
︑
신
운
용
﹁
申
圭
植
의

民
族
運
動
과

大
倧
教
﹂︵﹃
国
学
研
究
﹄

3

二
三
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
조
남
호
﹁
申
圭
植
과

大
倧
教
︵
一
︶﹂︵﹃
歴
史
文
化
研
究
﹄
八

四
︑
二
〇
二
二
年
︶︑
조
남
호
﹁
申
圭
植
과

大
倧
教
︵
二
︶：
大
倧
教
関
連
詩
翻
訳
﹂

︵﹃
国
学
研
究
﹄
二
八
︑
二
〇
二
四
年
︶︑
金
東
煥
﹃
大
倧
教
抗
日
闘
争
人
物
事
典
﹄︵
선

인
︑
二
〇
二
四
年
︶
の
﹁
申
圭
植
﹂
の
項
目
︵
五
二
五
～
五
三
五
頁
︶
な
ど
が
あ
る
︒

(

)
単
行
本
と
し
て
︑
石
源
華
・
金
俊
燁
共
編
﹃
申
圭
植
・
閔
弼
鎬
와

韓
中
関
係
﹄︵
나
남

4

출
판
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
睨
観
申
圭
植
全
集
編
纂
委
員
会
編
集
兼
発
行
﹃
睨
観
申
圭
植
全

集
﹄
二
〇
一
九
年
︑
장
석
흥
﹃
申
圭
植
：
民
族
革
命
의

先
覚
者
︑
臨
時
政
府
의

주
춧

돌
﹄︵
歴
史
空
間
︑
二
〇
二
四
年
︶︑
姜
英
心
﹃
申
圭
植
：
時
代
를

앞
서
간

民
族
革
命

의

先
覚
者
﹄︵
歴
史
空
間
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑
김
삼
웅
﹃
睨
観
申
圭
植
評
伝
﹄︵
선
인
︑

二
〇
二
二
年
︶︑
노
관
범
編
著
﹃
朴
殷
植
・
申
圭
植
﹄︵
창
비
︑
二
〇
二
四
年
︶
が
あ
る
︒

そ
の
他
︑
申
圭
植
を
扱
っ
た
近
年
の
学
術
研
究
の
動
向
に
関
し
て
は
︑
李
淑
花
﹁
睨
観

申
圭
植
研
究
의

動
向
과

課
題
﹂︵﹃
歴
史
文
化
研
究
﹄
八
四
︑
二
〇
二
二
年
︶
を
参
照
︒

(

)
佐
々
充
昭
﹁
申
圭
植
의

宗
教
思
想
과

民
族
独
立
運
動
︱
디
아
스
포
라

空
間
에
서

宗

5

教
性
의

表
出
﹂︵
国
学
研
究
所
編
﹃
倍
達
民
族
의

歴
史
意
識
과

思
想
家
들
﹄
한
뿌
리
︑

二
〇
〇
八
年
︶︑
佐
々
充
昭
﹁
亡
命
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
よ
る
朝
鮮
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創
出
︱
大
倧
教
が
大
韓
民
国
臨
時
政
府
運
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
中
心

に
﹂︵﹃
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
﹄
第
四
三
集
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

(

)
こ
こ
で
い
う
﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄
は
︑
中
国
語
版
﹁
中
國
護
法
政
府
訪
問
記
﹂︵
韓
国
語

6

版
﹁
韓
・
中
外
交
史
話
﹂︶
の
こ
と
を
指
す
︒
閔
弼
鎬
の
証
言
に
よ
る
と
︑
臨
政
が
重
慶

に
あ
る
時
︑
臨
政
の
出
資
で
申
圭
植
の
遺
著
を
﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄
と
題
し
て
五
千
冊

を
印
刷
・
配
布
し
た
と
い
う
︒
現
在
︑
韓
国
の
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︑

閔
石
麟
編
著
﹃
中
韓
外
交
史
話
﹄︵
韓
國
史
地
叢
書
第
一
種
︑
東
方
出
版
公
司
刊
行
︑
一

九
四
二
年
︶
が
そ
の
原
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
書
に
は
︑
第
一
輯
﹁
中
國
護
法

政
府
承
認
韓
國
臨
時
政
府
始
末
實
記
﹂︑
第
二
輯
﹁
韓
國
魂
﹂︑
第
三
輯
﹁
兒
目
淚
﹂︑
第

九
〇
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四
輯
﹁
申
圭
植
先
生
傳
略
﹂
と
附
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
解
放
後
︑
本
書
は
台
湾
で
︑

閔
石
麟
編
著
﹃
韓
國
魂
曁
兒
目
淚
﹄︵
睨
觀
先
生
紀
念
會
発
行
︑
臺
北
：
三
省
印
刷
廠
承

印
︑
一
九
五
五
年
︶
と
し
て
再
版
さ
れ
た
︒
そ
の
際
︑
第
一
輯
﹁
韓
國
魂
﹂︑
第
二
輯

﹁
兒
目
淚
﹂︑
第
三
輯
﹁
睨
觀
申
圭
植
先
生
傳
記
﹂︑
第
四
輯
﹁
中
國
護
法
政
府
訪
問
記
﹂

と
い
う
題
名
で
各
書
が
収
録
さ
れ
た
︒﹁
中
國
護
法
政
府
訪
問
記
﹂
の
構
成
は
︑
第
一

章
：
南
海
行
︑
第
二
章
：
訪
唐
繼
堯
將
軍
︑
第
三
章
：
廣
州
一
瞥
︑
第
四
章
：
孫
大
總

統
會
見
記
︑
第
五
章
：
呈
遞
國
書
︑
第
六
章
：
中
山
縣
紀
遊
︑
第
七
章
：
中
韓
美
法
聯

歡
記
︑
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
本
書
の
第
四
章
と
第
五
章
の
部
分
を
掲
載
し
た
︑

閔
石
麟
﹁
中
國
護
法
政
府
承
認
韓
國
臨
時
政
府
始
末
實
紀
﹂︵﹃
革
命
文
獻
﹄
第
七
輯
︑

臺
北
：
中
國
國
民
黨
史
史
料
編
纂
委
員
會
︑
一
九
五
四
年
︶
や
︑
第
一
章
か
ら
第
五
章

ま
で
を
再
録
し
た
閔
叟
撰
﹁
五
十
年
前
中
韓
兩
國
一
頁
外
交
史
話
︑
中
山
先
生
廣
州
接

見
申
專
使
記
﹂︵﹃
中
華
民
國
史
事
紀
要
﹄
中
華
民
國
一
〇
年
七
至
一
二
月
份
︑
中
華
民

國
研
究
中
心
︑
一
九
八
二
年
︑
六
六
三
～
六
七
七
頁
︶
の
他
︑
各
種
の
中
国
語
版
が
出

版
さ
れ
て
い
る
︒
韓
国
で
も
翻
訳
本
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
朝
鮮
戦
争
後
の
一
九

五
五
年
に
当
時
の
大
統
領
で
あ
っ
た
李
承
晩
は
︑
台
湾
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
韓
國
魂
曁
兒

目
淚
﹄︵
睨
觀
先
生
紀
念
會
︑
一
九
五
五
年
︶
の
う
ち
︑﹁
韓
國
魂
﹂
を
﹁
韓
國
의

얼
﹂︑

﹁
中
國
護
法
政
府
訪
問
記
﹂
を
﹁
韓
・
中
外
交
史
話
﹂︑﹁
睨
觀
申
圭
植
先
生
傳
記
﹂
を
そ

の
ま
ま
の
題
名
で
韓
国
語
に
翻
訳
し
︑
閔
石
麟
編
著
﹃
韓
国
의

얼
﹄
公
報
室
発
行
と
し

て
公
刊
し
た
︵
こ
の
版
で
は
﹁
兒
目
淚
﹂
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︶︒
本
書
は
絶
版
と
な

り
入
手
困
難
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
後
︑
高
霊
申
氏
ソ
ウ
ル
宗
親
会
会
長
で
普
信
閣
の
社

長
で
あ
っ
た
申
大
植
の
尽
力
よ
っ
て
︑
閔
弼
鎬
編
著
﹃
韓
国
魂
﹄︵
서
울
：
普
信
閣
︑
一

九
七
一
年
︶
と
し
て
再
版
さ
れ
た
︒
そ
の
後
も
韓
国
で
複
数
の
翻
訳
本
が
出
版
さ
れ
て

い
る
︒
中
国
語
本
と
韓
国
語
翻
訳
本
の
種
類
に
つ
い
て
は
︑
이
금
선
﹁
申
圭
植
﹃
韓
国

魂
﹄
의

版
本

및

翻
訳
版
本
의

研
究
﹂︵﹃
洌
上
古
典
研
究
﹄
四
二
︑
二
〇
一
四
年
︶

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
閔
弼
鎬
に
関
す
る
伝
記
と
し
て
︑
金
俊
燁
編
﹃
石
麟
閔

弼
鎬
伝
﹄︵
나
남
출
판
︑
一
九
九
五
年
︶
が
韓
国
で
出
版
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
に
も
閔
弼

鎬
の
著
作
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
狭
間
直
樹
﹁
孫
文
と
韓
国
独
立
運
動
﹂︵﹃
季
刊
青
丘
﹄
四
︑
一
九
九
〇
年
︶︒
管
見
に
よ

7

れ
ば
︑
日
本
で
孫
文
・
申
圭
植
会
談
に
つ
い
て
論
じ
た
最
初
の
論
稿
で
あ
る
︒
脚
注
や

典
拠
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
閔
石
麟
︑
前
掲
﹁
中
國
護
法
政
府
承
認
韓
國
臨
時
政
府

始
末
實
紀
﹂
を
要
約
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
短
い
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
が
︑
孫
・
申

会
談
の
内
容
と
閔
弼
鎬
史
料
に
関
す
る
問
題
点
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

(

)
森
悦
子
﹁
中
国
護
法
政
府
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題
に
つ
い
て
﹂︵﹃
史
林
﹄

8

第
七
二
巻
四
号
︑
一
九
九
三
年
七
月
︑
七
〇
頁
︶︒

(

)
申
圭
植
の
生
涯
に
関
し
て
は
︵
注
四
︶
に
あ
げ
た
論
著
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑
閔
弼
鎬

9

著
﹃
睨
観
申
圭
植
伝
記
﹄
に
関
し
て
は
︑
異
本
が
多
数
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
公
報
室
版

︵
一
九
五
五
年
︶
を
再
版
し
た
﹃
韓
国
魂
﹄︵
普
信
閣
︑
一
九
七
一
年
︶
に
収
録
さ
れ
た

も
の
を
参
照
し
た
︒
本
書
を
引
用
す
る
際
は
﹃
伝
記
﹄
と
略
記
し
︑
頁
数
の
み
を
記
す
︒

(

)
申
伯
雨
は
︑
新
民
会
・
大
東
青
年
団
・
西
路
軍
政
署
・
朝
鮮
労
働
総
同
盟
な
ど
に
参
加

10

し
た
独
立
運
動
家
で
あ
る
︒
申
伯
雨
も
大
倧
教
に
入
信
し
︑
解
放
後
は
大
倧
教
再
建
の

中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
︵
畊
夫
申
伯
雨
先
生
記
念
事
業
会
編
集
兼
発
行
﹃
耕
夫
申

伯
雨
﹄
一
九
七
三
年
を
参
照
︶︒

(

)
閔
弼
鎬
著
﹃
伝
記
﹄
に
は
︑
申
圭
植
が
い
つ
大
倧
教
に
入
信
し
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な

11

い
︒
一
方
︑
大
倧
教
の
教
団
史
に
は
︑﹁
開
天
四
三
六
六
年
︹
西
暦
一
九
〇
九
年
︺
己
酉

正
月
に
大
倧
教
が
重
光
さ
れ
る
と
︑
首
先
奉
教
し
篤
信
し
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︵﹃
六

十
年
史
﹄
八
二
一
頁
︶︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
申
圭
植
が
大
倧
教
に
入
信
し
た
の
は
︑
一
九

〇
九
年
二
月
︵
陰
暦
一
月
︶
頃
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

(

)
大
倧
教
で
は
入
信
後
に
名
前
を
漢
字
一
字
に
変
え
て
教
名
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒

12

例
え
ば
︑
初
代
教
主
の
羅
寅
永
は
﹁
羅
喆
﹂
と
改
名
し
︑
第
二
代
教
主
の
金
教
献
は

﹁
金
献
﹂
に
改
名
し
た
︒﹁
申
檉
﹂
を
申
圭
植
の
中
国
名
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
資
料

も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
正
確
な
説
明
で
は
な
い
︒

(

)
大
倧
教
で
は
︑
一
九
一
七
年
御
天
節
︵
陰
暦
三
月
一
五
日
︶
の
際
に
開
催
さ
れ
た
第
一

13

回
教
議
会
に
お
い
て
﹁
司
教
・
正
教
・
尚
教
・
知
教
・
参
教
﹂
の
五
つ
の
教
職
が
定
め

ら
れ
た
︵﹁
倧
門
秩
制
﹂
第
六
条
︑﹃
六
十
年
史
﹄
三
一
九
頁
︶︒
こ
れ
ら
の
教
職
名
は
教

団
内
の
位
階
的
秩
序
と
し
て
﹁
教
秩
﹂
と
称
さ
れ
た
︵﹁
大
倧
教
弘
範
﹂
第
四
条
︑﹃
六

十
年
史
﹄
三
〇
七
頁
︶︒

(

)
金
教
献
編
︑
尹
世
復
訳
︑
李
栄
載
編
修
﹃
弘
巌
神
兄
朝
天
記
﹄︵
大
倧
教
総
本
司
︑
二
〇

14

〇
二
年
︑
五
〇
頁
︶︒

(

)
同
右
︑
一
三
九
頁
︒

15(

)
孫
科
志
﹃
上
海
韓
人
社
会
史
：
一
九
一
〇
～
一
九
四
五
﹄︵
도
서
출
판
한
울
︑
二
〇
〇
一

16

年
︑
一
九
〇
頁
︶︒

(

)
他
の
記
録
に
よ
る
と
︑
一
九
一
七
年
頃
上
海
の
西
二
道
本
司
に
所
属
し
た
大
倧
教
徒
と

17

し
て
以
下
の
人
物
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
閔
済
鎬
・
閔
弼
鎬
・
申
健
植
・
申
翼
煕
・
朴

殷
植
・
李
東
寧
・
申
錫
雨
・
李
鐸
・
金
甲
︵
玄
圭
煥
﹃
韓
国
流
移
民
史
﹄
語
文
閣
︑
一

九
六
七
年
︑
五
六
九
頁
︶︒

(

)
同
済
社
に
つ
い
て
は
︑
金
喜
坤
﹁
同
済
社
와

上
海
地
域

独
立
運
動
의

胎
動
﹂︵﹃
中
国

18

関
内
韓
国
独
立
運
動
団
体
研
究
﹄
知
識
産
業
社
︑
一
九
九
五
年
︶
を
参
照
︒

(

)
こ
の
時
に
詠
ん
だ
申
圭
植
の
追
悼
文
が
︑
前
掲
﹃
弘
巌
神
兄
朝
天
記
﹄
一
四
〇
頁
に
掲

19

載
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
洪
命
熹
﹁
上
海
時
代
의

丹
斎
﹂︵﹃
丹
斎
申
采
浩
全
集
﹄
下
︑
丹
斎
申
采
浩
先
生
記
念
事

20

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

九
一
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業
会
︑
蛍
雪
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑
四
七
四
頁
︶︒

(

)
陳
果
夫
﹁
陳
英
士
先
生
革
命
事
蹟
﹂︵
秦
孝
儀
主
編
﹃
陳
英
士
先
生
紀
念
集
﹄
臺
北
：
中

21

國
國
民
黨
中
央
委
員
會
黨
史
委
員
會
︑
一
九
七
七
年
︑
一
二
八
頁
︶︒﹃
新
編
韓
国
史
﹄

﹁
日
帝
의

武
断
統
治
와

三
・
一
運
動
﹂
Ⅱ
﹁
一
九
一
〇
年
代
民
族
運
動
의

展
開
﹂︵
韓

国
史
D
A
T
A
B
A
S
E
に
掲
載
︶
よ
り
引
用
︒

(

)
李
明
花
﹁
上
海
에
서
의

韓
人
民
族
教
育
運
動
﹂︵﹃
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
﹄
四
︑
一
九

22

九
〇
年
︑
一
〇
九
頁
︶︒

(

)
鄭
元
澤
著
︑
洪
淳
鈺
編
﹃
志
山
外
遊
日
誌
﹄︵
探
求
堂
︑
一
九
八
三
年
︑
七
〇
～
八
九

23

頁
︶︒

(

)
閔
泳
秀
︵
一
九
二
一
～
二
〇
一
一
︶
は
中
国
上
海
で
生
ま
れ
た
︒
一
九
四
〇
年
九
月
に

24

光
復
軍
が
創
設
さ
れ
る
と
中
国
中
央
陸
軍
軍
官
学
校
に
入
学
し
︑
一
八
期
で
卒
業
し
た
︒

そ
の
後
︑
総
司
令
部
に
勤
務
し
︑
一
九
四
五
年
に
光
復
軍
第
二
支
隊
で
総
務
班
員
と
し

て
勤
務
し
た
︵﹁
独
立
有
功
者
公
的
情
報
﹂
管
理
番
号
八
四
五
三
﹁
閔
泳
秀
﹂︑
功
勲
電

子

史

料

館
︹
h
ttp
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//e-g
on
g
h
u
n
.
m
p
v
a.
g
o.
k
r/u
ser/in
d
ex
.
d
o;
jsession
id
=

N
u
Y
cB
S
0cW
L
d
k
V
eW
h
tcR
X
E
R
jO
U
e1f4_y
D
U
8ID
W
O
K
x
.rem
s20︺
参
照
︶︒

(

)
姜
英
心
︑
前
掲
﹃
申
圭
植
：
時
代
를

앞
서
간

民
族
革
命
의

先
覚
者
﹄
一
七
九
頁
よ
り

25

引
用
︒

(

)
倍
達
民
族
観
念
に
関
し
て
は
︑
佐
々
充
昭
︑
前
掲
﹃
朝
鮮
近
代
に
お
け
る
大
倧
教
の
創

26

設
﹄
三
一
〇
～
一
頁
を
参
照
︒

(

)
『児
目
涙
﹄
に
関
す
る
研
究
と
し
て
︑
진
옥
경
﹁
独
立
志
士

申
圭
植

漢
詩
集
﹃
児
目

27

涙
﹄
研
究
︵
一
︶
︱
作
品
繋
年
과

解
説
을

中
心
으
로
﹂︵﹃
中
国
文
学
﹄
一
〇
八
︑
二

〇
二
一
年
︶︑
박
청
매
・
이
승
수
﹁
睨
觀

申
圭
植
의

汕
廬
詩

考
察
﹂︵﹃
韓
国
漢
文
研

究
﹄
九
三
︑
二
〇
二
五
年
︶
が
あ
る
︒

(

)
閔
石
麟
編
著
﹃
韓
國
魂
曁
兒
目
淚
﹄︵
臺
北
：
睨
觀
先
生
紀
念
會
︑
一
九
五
五
年
︶
に
第

28

二
輯
と
し
て
収
録
さ
れ
た
﹁
兒
目
淚
﹂︵
三
五
頁
︶
を
参
照
︒
以
下
︑
本
書
か
ら
の
引
用

は
頁
数
の
み
を
記
す
︒

(

)
本
稿
で
は
︑
閔
弼
鎬
編
著
︑
前
掲
﹃
韓
国
魂
﹄︵
普
信
閣
版
︑
一
三
～
五
七
頁
︶
に
収
録

29

さ
れ
て
い
る
︵
第
一
部
︶
睨
観
申
圭
植
遺
著
﹃
韓
国
魂
﹄
を
参
照
し
た
︒
本
書
か
ら
の

引
用
は
頁
数
の
み
を
記
す
︒

(

)
正
式
名
称
は
﹃
震
壇
週
報
﹄
で
あ
る
が
︑﹃
震
壇
﹄
と
略
称
さ
れ
る
場
合
が
多
く
︑
本
稿

30

で
も
﹃
震
壇
﹄
と
し
た
︒
前
掲
﹃
睨
観
申
圭
植
全
集
﹄
巻
二
に
影
印
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

な
お
︑
本
誌
の
概
要
に
関
し
て
は
︑
劉
霞
・
牛
林
杰
﹁﹃
진
단
︵
震
壇
︶﹄
을

통
해
본

近
代
韓
中
交
流
의

한

断
面
﹂︵﹃
韓
国
学
研
究
﹄
四
六
︑
二
〇
一
七
年
八
月
︶
を
参
照
︒

(

)
｢震
﹂
は
﹃
周
易
﹄
の
卦
で
﹁
東
方
﹂
を
意
味
し
︑
中
国
東
方
の
国
で
あ
る
朝
鮮
を
指
し

31

た
︒
渤
海
は
国
号
を
﹁
震
国
﹂﹁
震
旦
︹
東
方
の
朝
日
の
昇
る
国
︺﹂
と
称
し
︑
高
麗
も

﹁
震
旦
﹂﹁
震
域
﹂
と
い
う
別
称
を
使
用
し
た
︵﹃
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
﹄
参
照
︶︒

近
代
以
降
︑
檀
君
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
に
よ
っ
て
﹁
震
旦
﹂
は
﹁
震
檀
﹂
と
解
釈

さ
れ
︑﹁
東
方
の
檀
君
の
国
﹂
と
い
う
意
味
で
こ
の
用
語
が
使
用
さ
れ
た
︒
な
お
︑﹁
檀s

君
﹂
は
﹁
壇s

君
﹂
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
り
︑﹁
震
壇
﹂
と
も
称
し
た
︒
参
考
ま
で
に
言

う
と
︑
植
民
地
期
朝
鮮
で
一
九
三
四
年
に
﹁
国
学
＝
朝
鮮
学
﹂
の
発
展
を
目
指
し
て
結

成
さ
れ
た
﹁
震
檀
学
会
﹂
も
︑
こ
の
用
語
を
学
会
名
に
使
用
し
た
︒

(

)
李
東
輝
﹁
개
텬
절
축
사
﹂﹃
震
檀
﹄
第
七
号
︑
一
九
二
〇
年
一
一
月
二
一
日
付
︑
第
二
面

32

︵
震
檀
報
社
：
中
国
上
海
︶︒

(

)
佐
々
充
昭
︑
前
掲
﹃
朝
鮮
近
代
に
お
け
る
大
倧
教
の
創
設
﹄
三
五
三
～
四
頁
︒

33(

)
臨
政
に
関
し
て
は
膨
大
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
特
に
臨
政

34

の
沿
革
と
概
要
に
関
し
て
︑
金
喜
坤
﹃
臨
時
政
府
時
期
의

大
韓
民
国
研
究
﹄︵
知
識
産

業
社
︑
二
〇
一
五
年
︶
と
国
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
韓
国
史
論
﹄
一
〇
︵
一
九
八
一
年
一

二
月
︶
の
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
﹂
の
項
目
︵
韓
国
史
D
A
T
A
B
A
S
E
に
掲
載
︶
を
参

照
し
た
︒

(

)
金
喜
坤
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와

申
圭
植
﹂︵
石
源
華
・
金
俊
燁
共
編
︑
前
掲
﹃
申
圭

35

植
・
閔
弼
鎬
와

韓
中
関
係
﹄
五
八
頁
︶︒

(

)
姜
虞
﹃
湖
石
先
生
文
集
﹄︵﹃
独
立
運
動
史
資
料
集
﹄
巻
一
二
︑
独
立
運
動
史
編
纂
委
員

36

会
︑
一
九
七
七
年
︶
の
巻
四
﹁
家
状
﹂︵
五
一
七
頁
︶︒

(

)
呉
英
燮
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
要
人
들
의

檀
君
認
識
﹂︵﹃
韓
国
民
族
運
動
史
研
究
﹄
四

37

七
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
八
七
頁
︶︒

(

)
佐
々
充
昭
﹁
近
代
朝
鮮
語
学
の
開
拓
者
・
周
時
経
の
宗
教
遍
歴
︱
大
倧
教
と
の
関
係
を

38

中
心
に
﹂︵﹃
立
命
館
言
語
文
化
研
究
﹄
第
三
五
巻
二
号
︑
二
〇
二
四
年
︶
参
照
︒

(

)
金
東
煥
︑
前
掲
﹃
大
倧
教
抗
日
闘
争
人
物
事
典
﹄﹁
李
東
寧
﹂
の
項
目
︵
六
九
八
～
六
九

39

九
頁
︶
を
参
照
︒
尚
洞
教
会
で
活
動
し
て
い
た
独
立
運
動
家
の
中
に
は
︑
そ
の
後
︑
大

倧
教
に
入
信
し
た
者
が
多
い
︒

(

)
佐
々
充
昭
︑
前
掲
﹁
亡
命
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
よ
る
朝
鮮
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

40

テ
ィ
の
創
出
︱
大
倧
教
が
大
韓
民
国
臨
時
政
府
運
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
中
心
に
﹂
を

参
照
︒

(

)
｢朴
殷
植
か
ら
李
承
晩
へ
の
書
簡
﹂︵
一
九
二
五
年
四
月
一
日
︶︑
雩
南
李
承
晩
文
書
編
纂

41

委
員
会
編
﹃
雩
南
李
承
晩
文
書
東
文
篇
﹄
巻
一
七
︵
簡
札
二
︶︑
一
九
九
八
年
︑
五
九

頁
︒
そ
の
他
︑
申
圭
植
・
李
始
栄
・
趙
琬
九
ら
に
送
っ
た
書
簡
で
も
︑
大
倧
教
徒
間
で

呼
び
合
う
﹁
仁
兄
﹂
を
使
用
し
て
い
る
︒

(

)
一
九
四
八
年
八
月
一
五
日
に
大
韓
民
国
が
樹
立
さ
れ
︑
李
承
晩
が
初
代
大
統
領
に
就
任

42

し
た
︒
李
承
晩
は
自
ら
の
政
権
基
盤
が
脆
弱
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
第
一
共
和
国
の
発

足
時
に
臨
政
と
の
法
的
連
続
性
を
主
張
し
て
︑
多
く
の
大
倧
教
徒
を
政
府
の
要
職
に
引

九
二
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き
入
れ
た
︒
李
承
晩
が
組
閣
し
た
初
代
内
閣
の
閣
僚
の
う
ち
︑
副
大
統
領
の
李
始
栄
を

は
じ
め
︑
李
範
奭
︵
国
務
総
理
兼
国
防
長
官
︶︑
李
仁
︵
法
務
長
官
︶︑
安
浩
相
︵
文
教

部
長
官
︶︑
李
青
天
︵
国
防
委
員
長
︶︑
明
済
世
︵
審
計
院
長
︶︑
鄭
寅
普
︵
監
察
委
員

長
︶︑
申
性
模
︵
第
二
代
国
防
部
長
官
︶
が
大
倧
教
徒
で
あ
っ
た
︵
佐
々
充
昭
︑
前
掲

﹃
朝
鮮
近
代
に
お
け
る
大
倧
教
の
創
設
﹄
一
四
～
五
頁
︶︒
こ
の
よ
う
な
事
実
は
︑
李
承

晩
が
解
放
前
の
臨
政
時
代
か
ら
大
倧
教
徒
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒

(

)
南
坡
朴
賛
翊
伝
記
刊
行
委
員
会
編
﹃
南
坡
朴
賛
翊
伝
記
﹄︵
乙
酉
文
化
社
︑
一
九
八
九

43

年
︑
一
六
一
頁
︶︒

(

)
朴
賛
翊
の
経
歴
に
関
し
て
は
︑
前
掲
﹃
南
坡
朴
賛
翊
伝
記
﹄
と
朴
英
晩
﹃
南
坡
朴
賛
翊

44

先
生
의

生
涯
：
주
춧
돌
﹄︵
新
太
陽
社
出
版
局
︑
一
九
六
三
年
︶
を
参
照
︒
ま
た
︑
大

倧
教
徒
と
し
て
の
朴
賛
翊
の
活
動
に
関
し
て
は
︑﹃
六
十
年
史
﹄﹁
南
坡
道
兄
의

教
会

葬
﹂︵
六
二
七
～
六
三
九
頁
︶
に
詳
し
い
︒

(

)
息
子
の
朴
英
俊
の
証
言
に
よ
る
︵
朴
英
俊
﹃
한
강
물

다
시

흐
르
고
：
朴
英
俊
自
叙
伝
﹄

45

韓
国
独
立
有
功
者
協
会
監
修
︑
二
〇
〇
五
年
︑
八
八
頁
︶︒

(

)
森
悦
子
︑
前
掲
﹁
中
国
護
法
政
府
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題
に
つ
い
て
﹂

46

八
四
～
五
頁
︒

(

)
こ
れ
と
関
連
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
︑
裵
京
漢
﹁
孫
文
과

上
海
韓
國
臨
時
政
府
︱

47

申
圭
植
의

広
州
訪
問
과

広
東
護
法
政
府
의

韓
国
臨
時
政
府
承
認
問
題
를

中
心
으
로
｣

︵﹃
東
洋
史
学
研
究
﹄
五
六
︑
一
九
九
六
年
︶︑
裴
京
漢
﹃
孫
文
과

韓
国
﹄︵
한
울
아
카
데

미
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
裴
京
漢
﹃
二
〇
世
紀
韓
中
関
係
史
研
究
﹄︵
一
潮
閣
︑
二
〇
二
四

年
︶︑
韓
詩
俊
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와

広
州
의

関
係
﹂︵﹃
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
﹄

四
五
︑
二
〇
一
三
年
︶︑
이
재
호
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
의

護
法
政
府
와
의

外
交
関
係

検
討
﹂︵﹃
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
﹄
五
二
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
劉
霞
・
牛
林
杰
﹁
中
国
亡

命
時
期

申
圭
植
의

中
国
認
識
﹂︵﹃
韓
国
学
研
究
﹄
四
三
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
金
喜
坤

﹁
太
平
洋
会
議
와

申
圭
植
﹂︵﹃
東
洋
学
﹄
八
七
︑
二
〇
二
二
年
︶︑
양
지
선
﹁
晲
観

申

圭
植
과

中
国
革
命
派
의

連
帯
活
動
에

대
한

再
考
﹂︵﹃
東
洋
学
﹄
九
五
︑
二
〇
二
四

年
︶
な
ど
が
あ
る
︒

(

)
森
悦
子
︑
前
掲
﹁
中
国
護
法
政
府
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題
に
つ
い
て
﹂

48

七
一
頁
︒

(

)
陳
錫
祺
主
編
﹃
孫
中
山
年
譜
長
編
﹄
下
冊
︵
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
三
八
二

49

頁
︶︒

(

)
韓
詩
俊
︑
前
掲
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와

広
州
의

関
係
﹂
一
二
～
一
三
頁
︒

50(

)
閔
弼
鎬
﹁
韓
・
中
外
交
史
話
﹂︵
前
掲
﹃
韓
国
魂
﹄
八
八
頁
︶︒
な
お
︑
中
国
語
文
献
で

51

は
若
干
表
現
が
異
な
っ
て
お
り
︑
第
一
条
の
最
後
に
﹁
並
尊
重
其
元
首
及
國
權
﹂
と
記

さ
れ
て
い
る
︵
閔
石
鱗
﹁
中
國
護
法
政
府
承
認
韓
國
臨
時
政
府
始
末
實
紀
﹂
前
掲
﹃
革

命
文
獻
﹄
第
七
輯
︑
九
八
六
頁
︑﹁
中
國
護
法
政
府
訪
問
記
﹂
前
掲
﹃
韓
國
魂
曁
兒
目

涙
﹄
一
〇
三
頁
︶︒

(

)
閔
弼
鎬
﹁
韓
・
中
外
交
史
話
﹂
の
第
四
章
﹁
孫
大
総
統
会
見
記
﹂︵
前
掲
﹃
韓
国
魂
﹄
八

52

三
～
九
四
頁
︶
参
照
︒

(

)
劉
紹
唐
主
篇
﹃
民
國
大
事
日
誌
﹄
第
一
冊
︑
臺
北
：
傳
記
文
學
雜
誌
社
︑
一
九
七
三
年
︑

53

一
九
九
頁
︒
韓
詩
俊
︑
前
掲
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와

広
州
의

関
係
﹂
一
四
頁
よ
り

引
用
︒

(

)
裴
京
漢
︑
前
掲
﹃
孫
文
과

韓
国
﹄
八
七
頁
︒

54(

)
閔
石
麟
︑
前
掲
﹁
中
國
護
法
政
府
承
認
韓
國
臨
時
政
府
始
末
實
紀
﹂
九
九
二
頁
︑﹁
中
國

55

護
法
政
府
訪
問
記
﹂
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
︒

(

)
同
右
︑
九
八
七
頁
︑
一
〇
四
頁
︒

56(

)
同
右
︑
九
九
〇
頁
︑
一
〇
八
頁
︒

57(

)
｢國
会
中
朝
鮮
獨
立
提
案
﹂﹃
民
國
日
報
﹄
一
九
二
一
年
一
二
月
五
日
付
︑
第
一
～
三
面
︒

58(

)
姜
英
心
︑
前
掲
﹃
申
圭
植
：
時
代
를

앞
서
간

民
族
革
命
의

先
覚
者
﹄
一
三
五
頁
︒

59(

)
韓
詩
俊
︑
前
掲
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政
府
와

広
州
의

関
係
﹂
一
四
頁
︒

60(

)
同
右
︑
九
～
一
〇
頁
︒

61(

)
｢此
次
汎
太
平
洋
會
議
︑
亦
將
派
員
前
往
參
加
︑
以
資
呼
籲
宣
傳
︑
尙
請
我
大
總
統
囑
飭

62

貴
國
代
表
與
鄙
方
代
表
密
切
聯
絡
︑
以
資
呼
應
爲
幸
﹂︵
閔
石
麟
︑
前
掲
﹁
中
國
護
法
政

府
承
認
韓
國
臨
時
政
府
始
末
實
紀
﹂
九
八
八
頁
︑﹁
中
國
護
法
政
府
訪
問
記
﹂
一
〇
五

頁
︶︒

(

)
金
喜
坤
︑
前
掲
﹃
臨
時
政
府
時
期
의

大
韓
民
国
研
究
﹄
八
四
頁
︑
韓
詩
俊
︑
前
掲
﹁
大

63

韓
民
国
臨
時
政
府
와

広
州
의

関
係
﹂
一
三
～
一
四
頁
︒

(

)
｢太
平
洋
会
中
韓
国
問
題
﹂﹃
民
國
日
報
﹄
一
九
二
一
年
一
〇
月
五
日
︑﹁
太
平
洋
会
議
之

64

韓
國
問
題
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
二
一
年
一
〇
月
五
日
︵
韓
詩
俊
︑
前
掲
﹁
大
韓
民
国
臨
時
政

府
와

広
州
의

関
係
﹂
七
七
頁
を
参
照
︶︒

(

)
｢不
逞
団
関
係
雑
件
︱
鮮
人
ノ
部
︱
在
支
那
各
地
︵
二
︶﹂︑
公
第
二
三
九
号
﹁
中
韓
協
会

65

員
会
合
決
議
ノ
件
﹂︑
発
信
者
：
藤
田
栄
介
︵
広
東
総
領
事
︶︑
受
信
者
：
内
田
康
哉

︵
外
務
大
臣
︶︑
発
信
日
：
一
九
二
一
年
一
〇
月
二
五
日
︒

(

)
森
悦
子
︑
前
掲
﹁
中
国
護
法
政
府
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題
に
つ
い
て
﹂

66

八
一
頁
︒

(

)
李
範
奭
﹃
鉄
驥
李
範
奭
自
伝
：
우
등
불
﹄︵
三
育
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︑
八
五
頁
︶︒

67(

)
同
右
︑
八
二
頁
︒

68(

)
解
放
後
︑
一
九
四
八
年
に
大
韓
民
国
が
樹
立
さ
れ
る
と
︑
李
範
奭
は
初
代
国
務
総
理
兼

69

国
防
部
長
官
に
就
任
し
た
︒
大
韓
民
国
初
代
文
教
部
長
官
を
つ
と
め
た
安
浩
相
は
︑
李

申
圭
植
の
民
族
独
立
運
動
と
大
倧
教
︱
大
韓
民
国
臨
時
政
府
に
お
け
る
活
動
を
中
心
に

九
三
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範
奭
が
大
倧
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
︒
安
浩
相
﹁
軍
人
・
政
治
人
・
独

立
闘
士
로
서
의

鉄
驥
﹂︵
鉄
驥
李
範
奭
将
軍
記
念
事
業
会
編
﹃
鉄
驥
李
範
奭
評
伝
﹄
三

育
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︑
七
六
頁
︶︒

(

)
『独
立
新
聞
﹄
一
九
二
二
年
陽
一
〇
月
一
二
日
付
︑
第
三
面
一
段
﹁
故
申
圭
植
氏
葬
儀
﹂︒

70(

)
『独
立
新
聞
﹄
一
九
二
二
年
陽
九
月
三
〇
日
付
︑
第
三
面
一
段
﹁
申
圭
植
先
生
長
逝
﹂︒

71(

)
『東
亜
日
報
﹄
一
九
二
二
年
九
月
二
八
日
付
︑
第
三
面
一
段
﹁
櫛
風
沐
雨
四
十
年
﹂︒
同

72

一
九
二
二
年
一
〇
月
二
日
付
︑
第
三
面
一
段
﹁
窓
外
의

秋
雨
조
차

蕭
々
﹂
で
は
︑
大

倧
教
南
道
本
司
で
行
わ
れ
た
申
圭
植
追
悼
式
の
様
子
が
報
道
さ
れ
た
︒

(

)
尹
潽
善
と
臨
政
の
関
係
に
関
し
て
は
︑
김
정
회
﹁
海
葦

尹
潽
善
과

上
海
臨
時
政
府
﹂

73

︵﹃
韓
国
政
治
外
交
史
論
叢
﹄
第
四
三
輯
二
号
︑
二
〇
二
二
年
︶
を
参
照
︒

(

)
息
子
で
あ
る
朴
英
俊
も
﹁
父
は
陳
果
夫
︵
国
民
党
組
織
部
長
と
文
教
部
長
官
を
歴
任
︶

74

の
紹
介
に
よ
り
中
国
国
民
党
国
際
部
宣
伝
課
で
働
い
た
﹂︵
朴
英
俊
︑
前
掲
﹃
한
강
물

다
시

흐
르
고
：
朴
英
俊
自
叙
伝
﹄
七
一
頁
︶
と
証
言
し
て
い
る
︒

(

)
以
上
は
﹃
六
十
年
史
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
司
教
朴
南
坡
道
兄
略
史
﹂︵
六
三
五
～
六

75

三
九
頁
︶
を
参
照
し
た
︒
今
後
︑
中
国
側
の
資
料
と
照
合
し
た
詳
し
い
検
証
が
必
要
で

あ
ろ
う
︒

(

)
朴
英
俊
︑
前
掲
﹃
한
강
물

다
시

흐
르
고
：
朴
英
俊
自
叙
伝
﹄
三
〇
九
～
三
一
〇
頁
︒

76(本
研
究
は
︑
Ｊ
Ｆ
Ｅ

世
紀
財
団
二
〇
二
四
年
度
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
助
成
を
受
け
た
も
の

21

で
あ
る
︒︶

︵
本
学
文
学
部
教
授
)

九
四
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